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古
今
東
西
、
権
力
の
要
諦
は
人
事
と
財
政
に
あ
る
。
明
朝
に
お
い
て
も
、
六
部
の
筆
頭
は
吏
部
で
あ
り
、
次
は
戸
部
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
人
事

は
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
決
定
さ
れ
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
し
か
言
い
よ
う
は
な
い
。
そ
の
人
事
に
少
し
で
も

解
明
の
光
を
当
て
よ
う
と
、
明
代
の
辞
令
に
つ
い
て
検
討
し
た
取
り
組
み
が
本
稿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
明
清
代
に
は
誥
命
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
あ

る
。
誥
命
は
明
清
時
代
に
お
い
て
、
皇
帝
が
臣
下
や
そ
の
配
偶
者
・
父
祖
に
爵
位
を
賜
与
す
る
際
に
発
す
る
文
書
で
あ
り
、
誥
命
は
五
品
以
上
の
、

勅
命
は
六
品
以
下
の
爵
位
を
与
え
る
際
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
文
武
の
官
僚
に
実
職
を
与
え
る
際
に
使
用
さ
れ
た
辞
令
は
何
で

あ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
勅
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
辞
令
と
し
て
の
勅
書
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
、
従
来
、
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
。
明
朝
档

案
史
料
の
中
に
は
こ
の
勅
書
を
作
成
す
る
制
勅
房
に
お
い
て
、
崇
禎
一
二
年
（
一
六
三
九
）
に
振
り
出
さ
れ
た
勅
書
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
手
掛
か
り
に
、
文
武
官
僚
の
辞
令
を
提
起
し
た
の
は
ど
こ
の
部
署
で
あ
っ
た
か
、
特
に
監
察
系
の
官
僚
を
な
ぜ
兵
部
が
提
起
し
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
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崇
禎
一
二
年
（
一
六
三
九
）
は
明
朝
倒
壊
ま
で
、
あ
と
五
年
と
迫
っ
た
時
期
で
あ
る
。
崇
禎
帝
は
依
然
と
し
て
内
憂
外
患
に
悩
ま
さ
れ

て
い
た
。
内
憂
は
陝
西
や
四
川
な
ど
西
北
の
内
陸
部
を
活
動
域
と
す
る
李
自
成
や
張
献
忠
ら
の
執
拗
な
活
動
で
あ
る）

1
（

。
外
患
は
山
海
関

に
迫
っ
た
清
軍
で
あ
る
。
一
六
一
六
年
に
ヌ
ル
ハ
チ
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
後
金
国
は
、
一
六
一
九
年
の
サ
ル
フ
の
戦
で
明
朝
・
朝
鮮

連
合
軍
を
大
破
す
る
と
、
一
六
三
六
年
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
（
崇
徳
帝
）
の
時
に
国
号
を
大
清
と
改
め
て
い
た
。
清
軍
は
度
々
、
長
城
線
を
越

え
て
北
直
隷
に
侵
入
し
て
明
朝
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
崇
禎
二
年
（
一
六
二
九
）
の
己
巳
の
変
の
結
果
と
し
て
、
同
三
年
（
一
六
三
〇
）
に

は
兵
部
尚
書
で
督
師
薊
遼
の
袁
崇
煥
を
崇
禎
帝
は
清
と
内
通
し
て
い
る
と
疑
っ
て
処
刑
し
、
辺
境
防
衛
で
大
き
な
働
き
を
し
て
い
た
有

能
な
人
材
を
自
ら
失
う
は
め
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
混
乱
の
遠
因
は
マ
ウ
ン
ダ
ー
極
小
期
と
呼
称
さ
れ
る
未
曾
有
の
寒
冷
化
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
不
作
や
飢
餓
と
内
憂
外
患
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
未
解
明
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
崇
禎
帝
を
人
間
不
信
と
朝
令
暮

改
の
皇
帝
に
し
た
原
因
の
一
つ
は
気
候
の
不
順
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
崇
禎
帝
は
崇

禎
四
年
（
一
六
三
一
）
に
は
宦
官
に
国
軍
を
監
視
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
辺
境
に
派
遣
し
た
者
を
監
視
、
流
賊
鎮
圧
の
た
め
に
派
遣
し
た
者

を
監
軍
と
称
し
た）

2
（

。
ま
た
、
内
閣
大
学
士
で
あ
る
孫
承
宗
（
一
五
六
三
〜
一
六
三
八
）
を
己
巳
の
変
後
、
薊
遼
督
師
に
再
任
し
て
山
海
関

に
出
鎮
さ
せ
る
奇
手
を
繰
り
出
し
た）

3
（

。
宦
官
の
監
視
・
監
軍
へ
の
任
用
は
、
崇
禎
帝
が
即
位
す
る
に
当
た
り
、
天
啓
年
間
に
東
林
党
を
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弾
圧
し
て
政
権
を
握
っ
た
魏
忠
賢
（
一
五
六
八
〜
一
六
二
七
）
を
排
除
し
て
政
治
決
定
へ
の
宦
官
の
影
響
力
を
抑
制
し
た
過
去
と
著
し
く

齟
齬
を
来
す
政
策
転
換
で
あ
っ
た
し
、
孫
承
宗
を
前
線
の
指
揮
に
送
っ
た
こ
と
は
、
政
権
の
中
枢
部
に
お
い
て
政
策
立
案
の
中
心
に
あ

る
は
ず
の
内
閣
の
位
置
付
け
と
は
著
し
く
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
崇
禎
帝
の
宦
官
と
内
閣
大
学
士
の
前
線
へ
の
起
用
に
共
通
す
る
点

は
、
彼
ら
を
通
じ
て
皇
帝
の
意
思
を
前
線
ま
で
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
崇
禎
帝
が
文
武
官
僚
の
更
迭
・

処
分
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
は
崇
禎
年
間
に
お
け
る
文
武
官
僚
は
ど
の
よ
う
に
任
命
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
人
事
の
実
態
を
探
る
こ
と
は
と
て
も
難

し
い
こ
と
で
、
な
ぜ
そ
の
人
物
が
選
ば
れ
た
か
に
つ
い
て
判
明
す
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
た
だ
、
官
僚
が
任
命
さ
れ
る
時
に
発
付
さ

れ
る
辞
令
を
見
れ
ば
、
着
任
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
任
務
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

前
稿）

4
（

に
お
い
て
は
、
明
朝
が
文
武
官
僚
を
任
命
す
る
際
に
本
人
に
発
付
す
る
辞
令
で
あ
る
「
勅
書
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
崇
禎
一
二
年
（
一
六
三
九
）
に
、
勅
書
作
成
に
関
わ
る
制
勅
房
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
勅
書
控
え
で
あ
る
「
勅
稿
底
簿
）
5
（

」
の
分
析
を

進
め
た
。
こ
の
中
で
、
当
該
の
勅
書
に
は
文
官
と
武
官
の
両
方
を
含
む
が
、
地
方
官
僚
し
か
出
て
こ
な
い
こ
と
、
対
象
と
な
る
官
品
は

五
品
以
上
も
あ
れ
ば
、
五
品
以
下
も
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
①
崇
禎
一
二
年
に
お
け
る
文
武
官
僚
の

任
命
に
つ
い
て
、
記
録
が
分
か
る
範
囲
で
人
事
デ
ー
タ
を
集
め
、「
勅
稿
底
簿
」
が
収
録
す
る
人
事
デ
ー
タ
の
範
囲
に
つ
い
て
確
認
す

る
。
②
前
稿
で
検
討
し
た
呉
三
桂
の
総
兵
官
叙
任
に
つ
い
て
は
、『
明
代
職
官
年
表
）
6
（

』
と
齟
齬
が
あ
り
、
こ
の
点
の
整
合
性
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
③
呉
三
桂
以
外
の
文
武
官
僚
に
つ
い
て
、
人
事
提
案
の
主
体
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
以
上
の
三
点
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て

紙
幅
の
範
囲
で
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
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一
、
崇
禎
一
二
年
に
お
け
る
文
武
官
僚
の
任
命
に
つ
い
て

　

崇
禎
一
二
年
の
人
事
デ
ー
タ
を
集
め
た
「
勅
稿
底
簿
」
で
あ
る
が
、
合
計
四
〇
本
の
档
案
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
最
も
早
い
日
付
は
正

月
二
九
日
、
最
後
は
一
二
月
二
九
日
で
あ
る
。
但
し
、
五
月
二
五
日
と
九
月
四
日
の
間
に
は
空
白
が
あ
り
、
空
白
以
外
の
月
に
は
全
て

档
案
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
空
白
期
間
は
元
来
あ
っ
た
は
ず
の
档
案
が
脱
落
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
前
稿
に
お

い
て
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
収
録
さ
れ
て
い
る
人
事
記
録
は
少
な
す
ぎ
る
。
崇
禎
一
二
年
は
そ
れ
ほ
ど

に
人
事
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
こ
の
年
の
文
武
官
僚
の
任
命
記
録
に
つ
い
て
、
降
格
や
解

任
・
辞
任
を
除
い
て
、
管
見
の
限
り
、
左
に
書
き
出
し
て
み
た
。
方
法
は
、『
国
榷
』
巻
九
七
、
崇
禎
一
二
年
（（
国
）
と
略
す
）、『
崇
禎

実
録
』
巻
一
二
、
崇
禎
一
二
年
（（
実
）
と
略
す
）、『
明
史
』
巻
二
四
、
荘
烈
帝
本
紀
二
（（
明
）
と
略
す
）
に
お
け
る
任
命
記
録
を
調
べ
、

「
勅
稿
底
簿
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、『
明
代
職
官
年
表
』（（
職
）
と
略
す
）
も
参
照
し
た
。

　

例
え
ば
、
こ
の
年
、
内
閣
大
学
士
と
し
て
は
劉
宇
亮
・
薛
国
観
・
程
国
祥
・
楊
嗣
昌
・
蔡
国
用
・
范
復
粹
・
姚
明
恭
・
張
四
知
・
魏

照
乗
の
九
名
が
い
た
が
、
前
年
か
ら
任
官
し
て
い
た
者
は
劉
宇
亮
・
薛
国
観
・
程
国
祥
・
楊
嗣
昌
・
蔡
国
用
・
范
復
粹
の
六
名
で
あ
り
、

劉
宇
亮
は
同
年
二
月
壬
辰
（
四
日
）
に
罪
を
得
て
同
月
丙
申
（
八
日
）
に
削
籍
と
な
り
、
程
国
祥
は
四
月
戊
申
（
二
一
日
）
に
致
仕
し
た
。

新
た
に
任
命
さ
れ
た
者
は
姚
明
恭
・
張
四
知
・
魏
照
乗
の
三
名
で
あ
り
、
い
ず
れ
と
も
五
月
甲
子
（
八
日
）
の
叙
任
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
最
終
的
に
は
七
名
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
薛
国
観
は
六
月
己
丑
（
三
日
）
に
太
子
太
保
を
加
官
さ
れ
て
戸
部
尚
書
・
文
淵
閣
大
学

士
に
進
み
、
一
〇
月
戊
戌
（
一
五
日
）
に
少
保
・
吏
部
尚
書
・
武
英
殿
大
学
士
に
進
ん
だ
。
彼
は
内
閣
大
学
士
に
就
任
し
た
崇
禎
一
一
年
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（
一
六
三
八
）
六
月
乙
卯
（
二
九
日
）
に
は
東
閣
大
学
士
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
東
閣
・
文
淵
閣
・
武
英
殿
と
三
殿
閣
を
兼
ね
る
こ
と

に
な
っ
た
。
彼
以
外
に
三
殿
閣
を
兼
ね
る
の
は
范
復
粹
で
あ
り
、
蔡
国
用
・
姚
明
恭
と
張
四
知
が
東
閣
と
文
淵
閣
、
楊
嗣
昌
と
魏
照
乗

は
東
閣
の
み
で
あ
っ
た
。
楊
嗣
昌
は
三
月
丁
丑
（
二
〇
日
）
に
一
旦
は
失
職
し
な
が
ら
、
六
月
己
丑
（
三
日
）
に
復
官
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
大
学
士
は
加
官
さ
れ
る
ご
と
に
辞
令
が
渡
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
事
記
録
と
し
て
史
書
に
書
き
留
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
役
職
ご
と
に
そ
の
記
録
を
整
理
す
る
。

①　

内
閣
大
学
士

　

五
月
甲
子
（
八
日
）　

姚
明
恭　

礼
部
左
侍
郎
↓
礼
部
尚
書
兼
東
閣
大
学
士
直
文
淵
閣
（
国
・
実
・
明
）

　

五
月
甲
子
（
八
日
）　

張
四
知　

礼
部
左
侍
郎
↓
礼
部
尚
書
兼
東
閣
大
学
士
直
文
淵
閣
（
国
・
実
・
明
）

　

五
月
甲
子
（
八
日
）　

魏
照
乗　

協
理
戎
政
兵
部
左
侍
郎
↓
礼
部
尚
書
兼
東
閣
大
学
士
直
文
淵
閣
（
国
・
実
・
明
）

　

六
月
己
丑
（
三
日
）　

薛
国
観
・
蔡
国
用
・
范
復
粹
↓
太
子
太
保
・
戸
部
尚
書
兼
文
淵
閣
大
学
士
（
国
・
実　

薛
国
観
は
実
録
に
な
し
）

　

一
一
月
戊
戌
（
一
五
日
）　

薛
国
観
・
范
復
粹
↓
少
保
・
吏
部
尚
書
武
英
殿
大
学
士
（
国
）

　

一
一
月
戊
戌
（
一
五
日
）　

姚
明
恭
・
張
四
知
↓
太
子
少
保
・
戸
部
尚
書
・
文
淵
閣
大
学
士
（
国
）

②　

六
部

　

正
月
丁
卯
（
九
日
）　

林
棟
隆
↓
刑
部
右
侍
郎
（
国
）

　

正
月
壬
申
（
一
四
日
）　

甄
淑　

南
京
工
部
右
侍
郎
↓
刑
部
尚
書
（
国
・
実
・
職
）
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正
月
丁
亥
（
二
九
日
）　

荘
欽
隣　

南
京
都
察
院
右
僉
都
御
史
↓
吏
部
尚
書
（
国
・
実
・
職
）

　

正
月
丁
亥
（
二
九
日
）　

姚
明
恭
・
張
四
知
↓
礼
部
左
・
右
侍
郎
兼
翰
林
院
侍
読
学
士
（
国
）

　

四
月
戊
子
朔
（
一
日
）　

仇
維
楨　

鎮
守
通
州
兵
部
右
侍
郎
↓
兵
部
に
戻
る
（
国
）

　

五
月
己
未
（
三
日
）　

劉
広
生
↓
戸
部
右
侍
郎
督
理
京
省
銭
法
（
国
）

　

五
月
庚
申
（
四
日
）　

傅
宗
龍　

宣
大
総
督
・
巡
撫
四
川
↓
兵
部
尚
書　

楊
嗣
昌
の
推
薦
に
よ
る
（
国
・
実
・
職
）

　

五
月
甲
子
（
八
日
）　

范
復
粹
↓
礼
部
尚
書
（
国
）

　

五
月
辛
巳
（
二
五
日
）　

熊
文
燦　

総
理
直
隷
河
南
四
川
山
西
陝
西
軍
務
督
剿
流
寇
↓
兵
部
尚
書
（
職
）

　

六
月
己
丑
（
三
日
）　

楊
嗣
昌
↓
兵
部
尚
書
に
復
官
（
国
・
実
）

　

七
月
辛
酉
（
六
日
）　

李
日
宣　

督
治
昌
平
軍
務
↓
兵
部
左
侍
郎
協
理
京
営
戎
政
（
国
・
職
）

　

八
月
庚
寅
（
五
日
）　

謝
陞　

前
太
子
少
保
吏
部
尚
書
↓
太
子
太
保
吏
部
尚
書
（
国
・
実
）

　

八
月
丁
亥
朔
（
一
日
）　

王
道
直　

兵
部
右
侍
郎
↓
兵
部
左
侍
郎
（
国
）

　

九
月
己
巳
（
一
五
日
）　

張
福
臻
↓
兵
部
左
侍
郎
（
国
）

　

一
一
月
乙
未
（
一
二
日
）　

林
棟
隆
↓
刑
部
左
侍
郎
（
国
）

　

一
一
月
乙
未
（
一
二
日
）　

倪
思
輝
↓
刑
部
右
侍
郎
（
国
）

　

一
一
月
己
卯
（
二
七
日
）　

林
棟
隆
↓
吏
部
左
侍
郎
（
国
）

　

一
一
月
辛
巳
（
二
九
日
）　

劉
広
生
↓
戸
部
左
侍
郎
（
国
）

　

一
一
月
辛
巳
（
二
九
日
）　

常
自
裕
↓
戸
部
右
侍
郎
・
督
理
京
省
銭
法
（
国
）
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一
二
月
辛
丑
（
一
九
日
）　

倪
思
輝
↓
刑
部
左
侍
郎
（
国
）

　

一
二
月
辛
丑
（
一
九
日
）　

王
心
一
↓
刑
部
右
侍
郎
（
国
）

③　

南
京
六
部

　

四
月
癸
巳
（
六
日
）　

仇
維
楨　

兵
部
右
侍
郎
（
？
）
↓
南
京
戸
部
尚
書
（
国
）

　

四
月
癸
巳
（
六
日
）　

李
邦
華
↓
南
京
兵
部
尚
書
（
国
）

　

五
月
庚
午
（
一
四
日
）　

涂
国
鼎　

吏
部
尚
書
↓
南
京
刑
部
尚
書
（
国
）

　

七
月
庚
午
（
一
五
日
）　

汪
慶
伯
↓
南
京
工
部
尚
書
（
国
）

　

八
月
壬
子
（
二
七
日
）　

朱
継
祚
↓
南
京
礼
部
尚
書
（
国
）

　

一
〇
月
戊
子
（
五
日
）　

涂
国
鼎
↓
南
京
吏
部
尚
書
（
国
）

　

一
〇
月
戊
戌
（
一
五
日
）　

解
学
龍
↓
南
京
兵
部
右
侍
郎
（
国
）

④　

六
部
主
事

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

呉
昌
時
↓
吏
部
主
事
（
国
）

⑤　

翰
林
院

　

一
二
月
庚
戌
（
二
八
日
）　

李
紹
賢
↓
翰
林
院
左
庶
子
（
国
）

　

一
二
月
庚
戌
（
二
八
日
）　

張
維
機
・
朱
兆
柏
・
丘
瑜
↓
翰
林
院
右
庶
子
（
国
）

　

一
二
月
庚
戌
（
二
八
日
）　

南
居
仁
↓
翰
林
院
左
諭
徳
（
国
）

　

一
二
月
庚
戌
（
二
八
日
）　

銭
受
益
↓
翰
林
院
右
諭
徳
（
国
）
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⑥　

中
書
舎
人

　

七
月
丁
卯
（
一
二
日
）　

宗
室
朱
謀
超
↓
中
書
舍
人
（
国
）

⑦　

通
政
司

　

二
月
甲
辰
（
一
五
日
）　

徐
石
麒
↓
通
政
司
左
通
政
（
国
）

　

二
月
甲
辰
（
一
五
日
）　

戈
元
礼
↓
通
政
司
右
通
政
（
国
）

　

五
月
己
未
（
三
日
）　

蕭
誉
↓
通
政
司
右
通
政
（
国
）

　

七
月
辛
酉
（
六
日
）　

劉
余
祐
↓
通
政
司
通
政
使
（
国
）

　

八
月
庚
寅
（
五
日
）　

蕭
誉
・
劉
尚
信
↓
通
政
司
左
通
政
（
国
）

　

一
二
月
辛
亥
（
二
九
日
）　

李
夢
宸
↓
通
政
司
通
政
使
（
国
）

⑧　

尚
宝
司

　

二
月
庚
戌
（
二
一
日
）　

馬
思
理
↓
尚
宝
司
少
卿
（
国
）

　

五
月
壬
申
（
一
六
日
）　

顧
光
祖
↓
尚
宝
司
卿
（
国
）

　

九
月
丙
子
（
二
二
日
）　

馬
思
理
↓
尚
宝
司
卿
（
国
）

⑨　

詹
事
府
（
北
京
・
南
京
）

　

三
月
己
卯
（
二
一
日
）　

黄
錦　

礼
部
侍
郎
↓
詹
事
府
詹
事
（
国
・
職
）

　

三
月
己
卯
（
二
一
日
）　

屈
可
伸
↓
詹
事
府
少
詹
事
（
国
）

　

七
月
辛
酉
（
六
日
）　

南
居
仁
・
周
鳳
翔
↓
詹
事
府
左
中
允
（
国
）
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九
月
戊
午
（
八
日
）　

蒋
徳
璟
↓
詹
事
府
少
詹
事
・
清
理
貼
黄
（
国
）

　

一
二
月
庚
戌
（
二
八
日
）　

華
琪
芳
↓
南
京
詹
事
府
少
詹
事
（
国
）

⑩　

大
理
寺
（
北
京
・
南
京
）

　

六
月
丁
亥
朔
（
一
日
）　

張
三
謨
↓
大
理
左
寺
丞
（
国
）

　

六
月
丁
亥
朔
（
一
日
）　

戴
澳
↓
大
理
右
寺
丞
（
国
）

　

八
月
丙
午
（
二
一
日
）　

楊
希
旦
↓
大
理
寺
右
寺
丞
（
国
）

　

九
月
己
巳
（
一
五
日
）　

葉
有
聲
↓
大
理
寺
卿
（
国
）

　

一
〇
月
丁
亥
（
四
日
）　

姚
応
嘉
↓
南
京
大
理
寺
卿
（
国
）

⑪　

太
常
寺

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

宋
玫
↓
太
常
寺
少
卿
（
国
）

　

九
月
庚
辰
（
二
六
日
）　

張
学
周
↓
太
常
寺
卿
（
国
）

　

一
二
月
丙
午
（
二
四
日
）　

銭
士
貴
↓
太
常
寺
卿
（
国
）

⑫　

太
僕
寺
（
北
京
・
南
京
）

　

正
月
己
卯
（
二
一
日
）　

葉
紹
顒
↓
太
僕
寺
卿
（
国
）

　

四
月
癸
卯
（
一
六
日
）　

曠
鳴
鸞
↓
太
僕
寺
少
卿
（
国
）

　

五
月
癸
未
（
二
七
日
）　

劉
宗
祥
↓
太
僕
寺
少
卿
（
国
）

　

八
月
乙
巳
（
二
〇
日
）　

宋
之
普
↓
太
僕
寺
少
卿
轄
西
路
（
国
）
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一
〇
月
丁
亥
（
四
日
）　

馮
元
飆
↓
南
京
太
僕
寺
卿
（
国
）

　

一
一
月
甲
戌
（
二
二
日
）　

黄
希
憲
↓
太
僕
寺
少
卿
轄
東
路
（
国
）

⑬　

光
禄
寺

　

五
月
癸
未
（
二
七
日
）　

李
世
謨
↓
光
禄
寺
丞
（
国
）

　

一
〇
月
丁
亥
（
四
日
）　

趙
光
岳
↓
光
禄
寺
少
卿
（
国
）

⑭　

国
子
監
（
北
京
・
南
京
）

　

正
月
丁
亥
（
二
九
日
）　

文
安
之
↓
南
京
国
子
祭
酒
（
国
）

　

五
月
辛
巳
（
二
五
日
）　

李
建
泰
↓
国
子
祭
酒
（
国
）

　

一
一
月
己
卯
（
二
七
日
）　

楊
汝
成
↓
南
京
国
子
祭
酒
（
国
）

⑮　

六
科

　

正
月
丙
子
（
一
八
日
）　

張
縉
彦　

翰
林
院
検
討
↓
兵
科
都
給
事
中
（
国
）

　

五
月
己
卯
（
二
三
日
）　

戴
明
説
↓
吏
科
給
事
中
（
国
）

　

五
月
己
卯
（
二
三
日
）　

戴
英
曽
↓
戸
科
給
事
中
（
国
）

　

五
月
己
卯
（
二
三
日
）　

応
遴
↓
兵
科
給
事
中
（
国
）

　

五
月
己
卯
（
二
三
日
）　

屈
動
↓
南
京
吏
科
給
事
中
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

左
懋
第
・
袁
愷
↓
戸
科
給
事
中
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

陰
潤
↓
礼
科
給
事
中
（
国
）
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六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

范
士
髦
↓
工
科
給
事
中
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

藺
剛
中
↓
給
事
中
（
国
）

　

こ
の
年　

王
家
彦
↓
戸
科
都
給
事
中
（
職
）

⑯　

都
察
院
（
北
京
・
南
京
）

　

正
月
己
巳
（
一
一
日
）　

李
先
（
マ
マ
、
光
）
春　

河
南
布
政
使
↓
都
察
院
左
僉
都
御
史
（
国
・
職
）

　

二
月
甲
寅
（
二
五
日
）　

董
羽
宸　

吏
部
署
部
事
左
侍
郎
↓
署
都
察
院
事
（
国
）

　

五
月
庚
申
（
四
日
）　

陳
乾
陽
↓
都
察
院
左
僉
都
御
史
（
国
）

　

七
月
癸
未
（
二
八
日
）　

傅
永
淳　

兵
部
左
侍
郎
↓
都
察
院
左
都
御
史
（
国
・
職
）

　

一
〇
月
戊
戌
（
一
五
日
）　

張
延
登
↓
南
京
都
察
院
右
都
御
史
（
国
）

⑰　

五
軍
都
督
府

　

四
月
丁
未
（
二
〇
日
）　

張
光
祖
↓
後
軍
都
督
府
僉
書
（
国
）

⑱　

十
三
道
監
察
御
史

　

五
月
己
卯
（
二
三
日
）　

韓
文
銓
・
盧
世

・
姚
応
翀
↓
雲
南
・
貴
州
道
御
史
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

詹
時
雨
・
李
近
右
↓
山
東
道
試
監
察
御
史
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

汪
承
詔
↓
広
東
道
試
監
察
御
史
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

張
緒
論
↓
湖
広
道
試
監
察
御
史
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

楊
四
重
↓
試
監
察
御
史
（
国
）
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⑲　

提
督

　

八
月
壬
子
（
二
七
日
）　

羅
元
賓
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
提
督
操
江
（
国
）

⑳　

総
督

　

正
月
丁
丑
（
一
九
日
）　

洪
承
疇　

巡
撫
陝
西
三
辺
軍
務
↓
兵
部
尚
書
兼
都
察
院
右
副
都
御
史
総
督
薊
遼
軍
務
（
国
・
実
・
職
）

　

正
月
丁
丑
（
一
九
日
）　

孫
伝
庭
↓ 

兵
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
総
督
漕
運
山
東
河
北
軍
務
（
実
は
総
督
保
定
・
山
東
・
河
北
と
あ

る
）（
国
・
実
）

　

正
月
丁
亥
（
二
九
日
）　

鄭
崇
儉　

巡
撫
寧
夏
都
察
院
右
僉
都
御
史
↓
兵
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
総
督
陝
西
三
辺
軍
務
（
国
・
職
）

　

五
月
辛
巳
（
二
五
日
）　

楊
文
岳　

 
巡
撫
登
莱
都
察
院
右
副
都
御
史
↓
総
督
保
定
山
東
河
北
軍
務
兼
理
糧
餉
（
兵
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右

僉
都
御
史
）（
国
・
職
）

　

一
二
月
辛
丑
（
一
九
日
）　

畢
懋
康
↓
南
京
戸
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
総
督
糧
儲
（
国
）

㉑　

巡
撫

　

正
月
壬
申
（
一
四
日
）　

蕭
奕
輔
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
福
建
（
国
）

　

正
月
丁
亥
（
二
九
日
）　

李
仙
風　

昌
平
道
僉
事
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
河
南
（
国
）

　

二
月
戊
戌
（
一
〇
日
）　

劉
景
曜
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
山
東
（
国
）

　

二
月
戊
戌
（
一
〇
日
）　

樊
一
蘅
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
寧
夏
（
国
）

　

四
月
癸
巳
（
六
日
）　

沈
猶
龍　

巡
撫
福
建
↓
都
察
院
右
副
都
御
史
・
巡
撫
福
建
（
国
）

　

四
月
甲
午
（
七
日
）　

鄭
二
陽
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
安
慶
（
国
）
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四
月
甲
午
（
七
日
）　

王
鰲
永
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
撫
治
鄖
陽
（
国
）

　

四
月
甲
辰
（
一
七
日
）　

張
天
麟　

雲
南
布
政
使
↓
都
察
院
右
副
都
御
史
・
巡
撫
雲
南
（
国
・
職
）

　

五
月
庚
午
（
一
四
日
）　

邵
捷
春
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
四
川
（
国
）

　

五
月
己
卯
（
二
三
日
）　

李
継
貞　

順
天
府
丞
↓
兵
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
兼
督
薊
遼
軍
餉
（
職
）

　

五
月
庚
辰
（
二
四
日
）　

李
維
（
マ
マ
、
継
）
貞
↓
兵
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
天
津
（
国
）

　

五
月
庚
辰
（
二
四
日
）　

劉
夢
桂
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
大
同
（
国
）

　

五
月
癸
未
（
二
七
日
）　

徐
人
龍
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
登
萊
（
国
）

　

五
月
癸
未
（
二
七
日
）　

王
継
謨
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
密
雲
（
国
）

　

八
月
癸
卯
（
一
八
日
）　

方
一
藻
↓
兵
部
尚
書
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
遼
東
（
国
）

　

一
一
月
甲
寅
朔
（
一
日
）　

劉
宗
祥
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
江
西
（
国
）

　

一
一
月
丁
巳
（
四
日
）　

王
国
賓
↓
都
察
院
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
山
東
（
国
）

　

一
二
月
辛
亥
（
二
九
日
）　

呉
兆
元　

雲
南
布
政
使
↓
都
察
院
右
副
都
御
史
・
巡
撫
雲
南
兼
督
川
貴
兵
餉
（
国
・
職
）

㉒　

総
兵
官

　

正
月
戊
子
（
二
〇
日
）　

楊
禦
蕃
↓
原
官
・
総
兵
鎮
守
山
東
（
鎮
守
登
莱
）（
国
・
職
）

　

四
月
辛
卯
（
四
日
）　

楊
徳
政　

左
都
督
↓
総
兵
官
鎮
守
保
定
（
国
）

　

五
月
庚
申
（
四
日
）　

李
昌
齢
↓
征
西
将
軍
・
都
督
同
知
・
総
兵
鎮
守
延
綏
（
国
）

　

五
月
甲
戌
（
一
八
日
）　

金
国
胤
↓
署
都
督
僉
事
・
総
兵
団
練
遼
東
寧
遠
兵
（
国
）
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五
月
甲
戌
（
一
八
日
）　

王
世
仁
↓
都
督
僉
事
・
総
兵
鎮
守
居
庸
昌
平
（
国
）

　

五
月
戊
寅
（
二
二
日
）　

李
献
明
↓
総
兵
鎮
守
山
西
（
国
）

　

六
月
乙
未
（
九
日
）　

金
国
鳳
↓
署
都
督
同
知
（
国
）

　

六
月
甲
午
（
八
日
）　

王
忠　

総
兵
官
鎮
守
山
西
↓
鎮
朔
将
軍
・
都
督
同
知
・
総
兵
官
鎮
守
宣
府
（
国
・
職
）

　

六
月
甲
午
（
八
日
）　

馬
科　

総
兵
官
鎮
守
寧
夏
↓
都
督
同
知
・
総
兵
官
鎮
守
山
海
関
（
国
・
職
）

　

六
月
甲
午
（
八
日
）　

馬
爌
↓
都
督
僉
事
・
総
兵
官
鎮
守
天
津
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

劉
良
佐
↓
副
総
兵
分
鎮
徐
州
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

官
撫
民
↓
征
西
将
軍
・
署
都
督
僉
事
・
総
兵
官
鎮
守
寧
夏
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

王
秉
忠
↓
都
督
・
総
兵
官
鎮
守
通
州
（
国
）

　

七
月
癸
亥
（
一
七
日
）　

李
国
奇
↓
都
督
僉
事
・
総
兵
官
鎮
守
陝
西
（
国
）

　

七
月
乙
酉
（
三
〇
日
）　

張
天
礼　

都
督
同
知
↓
総
兵
官
鎮
守
山
西
（
国
）

　

七
月
乙
酉
（
三
〇
日
）　

梁
甫　

都
督
同
知
↓
総
兵
官
鎮
守
臨
洮
（
国
）

　

九
月
辛
未
（
一
七
日
）　

劉
鎮
藩　

都
督
↓
総
兵
官
鎮
守
浙
江
（
国
）

　

一
〇
月
甲
辰
（
二
一
日
）　

王
紹
禹
↓
署
都
督
僉
事
・
総
兵
官
鎮
守
河
南
（
国
）

　

一
〇
月
甲
午
（
一
一
日
）　

左
良
玉
↓
平
賊
将
軍
（
明
）

　

一
一
月
甲
寅
朔
（
一
日
）　

呉
三
桂　

都
督
↓
遼
東
総
兵
官
団
練
寧
遠
兵
馬
（
国
）
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㉓　

順
天
府
尹

　

四
月
戊
子
朔
（
一
日
）　

郭
建
初
↓
順
天
府
尹
（
国
）

　

五
月
庚
申
（
四
日
）　

李
継
貞
↓
順
天
府
氶
（
国
）

　

七
月
丙
寅
（
一
一
日
）　

戴
澳
↓
順
天
府
丞
（
国
）

　

七
月
乙
亥
（
二
〇
日
）　

楊
方
盛
↓
順
天
府
丞
（
国
）

㉔　

知
州

　

七
月
丁
卯
（
一
二
日
）　

謀
矣
・
由
楙
↓
知
州
（
国
）

㉕　

知
県

　

七
月
丁
卯
（
一
二
日
）　

統
通
・
判
敏
・
灞
謀
堡
・
華
𡋕𡋕
・
常
浅
鼎
・
涇
統
・
常
渾
↓
知
県
（
国
）

㉖　

宦
官

　

二
月
壬
子
（
二
三
日
）　

王
允
中　

司
礼
監
太
監
↓
提
督
九
門
（
国
）

　

二
月
壬
子
（
二
三
日
）　

申
之
秀　

守
備
承
天
↓
提
督
九
門
（
国
）

　

五
月
丁
丑
（
二
一
日
）　

申
之
秀　

太
監
↓
天
寿
山
守
備
（
国
）

　

六
月
癸
卯
（
一
七
日
）　

趙
本
政　

御
馬
監
太
監
↓
総
監
真
定
・
保
定
・
涿
州
・
昌
平
（
国
）

　

七
月
辛
酉
（
六
日
）　

王
裕
民　

司
礼
監
太
監
↓
総
督
京
営
（
国
）

　

七
月
戊
午
（
三
日
）　

張
栄　

司
礼
監
太
監
↓
提
督
九
門
（
国
・
実
）

　

七
月
戊
午
（
三
日
）　

王
裕
民　

司
礼
監
太
監
↓
総
督
京
営
（
実
）
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九
月
甲
戌
（
二
〇
日
）　

杜
秩
亨　

内
官
監
太
監
↓
提
督
九
門
（
国
）

　

以
上
の
う
ち
で
、
宦
官
の
人
事
は
㉖
の
み
で
、
①
か
ら
㉕
は
文
武
官
僚
の
人
事
で
あ
り
、
武
官
は
㉒
の
総
兵
官
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

①
か
ら
⑰
ま
で
は
中
央
官
庁
（
南
京
を
含
む
）
の
人
事
で
あ
り
、
⑱
か
ら
は
地
方
官
、
ま
た
は
地
方
派
遣
の
官
僚
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
中

で
、「
勅
稿
底
簿
」
に
含
ま
れ
る
人
事
記
録
は
僅
か
に
四
月
甲
午
（
七
日
）
の
鄭
二
陽
と
一
一
月
甲
寅
朔
（
一
日
）
の
呉
三
桂
の
み
で
あ

り
、
あ
と
は
劉
余
祐
で
あ
る
。
明
ら
か
に
「
勅
稿
底
簿
」
所
収
の
人
事
記
録
は
、
人
事
全
体
の
極
め
て
僅
か
な
も
の
だ
け
で
あ
る
こ
と

は
明
確
で
、
当
時
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
帳
簿
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
所
収
範
囲
で
あ
る
が
、
地
方
官
ま
た

は
地
方
派
遣
の
人
事
が
殆
ど
で
あ
る
と
し
て
も
、
藩
王
や
宦
官
組
織
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
も
含
ま
れ
る
の
で
、
地
方
に
関
わ
る
人
事
の
み

で
あ
る
と
も
言
い
が
た
い
。

二
、
呉
三
桂
の
総
兵
官
叙
任
に
つ
い
て

　
「
勅
稿
底
簿
」
に
所
収
の
勅
書
は
辞
令
で
あ
る
の
で
、
当
該
人
物
が
当
該
の
役
職
な
り
任
務
に
従
事
す
る
日
付
は
辞
令
の
日
付
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
実
際
に
勅
書
の
日
付
と
史
書
の
記
録
と
は
一
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
前
稿
で
検
討
し
た

呉
三
桂
が
団
練
遼
東
総
兵
官
に
就
任
す
る
際
に
交
付
さ
れ
た
档
案
33
「
皇
帝
為
呉
三
桂
特
命
充
遼
東
寧
遠
団
練
総
兵
事
勅
稿
」（『
中
国

明
朝
档
案
総
匯
』
第
八
四
冊
所
載
「
勅
稿
底
簿
」
所
収
、
档
案
番
号
は
前
稿
に
お
い
て
提
示
し
た
も
の
に
拠
る
）
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
档
案
33
の
日
時
は
崇
禎
一
二
年
一
一
月
一
四
日
で
あ
り
、
前
稿
で
は
こ
の
日
、
兵
部
か
ら
内
閣
に
対
し
て
呉
三
桂
に
勅
書
を
与
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え
る
よ
う
要
請
が
あ
り
、
内
閣
の
意
を
受
け
て
皇
帝
は
即
日
、
勅
書
を
発
付
し
た
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
最
後
に
検
討
す
る

よ
う
に
、
こ
の
日
付
は
あ
く
ま
で
も
兵
部
が
内
閣
に
要
請
を
行
っ
た
日
付
で
あ
っ
て
も
、
皇
帝
が
勅
書
を
発
付
し
た
日
付
と
解
釈
す
る

に
は
無
理
が
あ
り
、
こ
の
解
釈
を
訂
正
し
た
い
。
つ
ま
り
、
一
一
月
一
四
日
の
兵
部
か
ら
内
閣
に
な
さ
れ
た
要
請
を
受
け
て
、
内
閣
か

ら
制
勅
房
、
制
勅
房
か
ら
兵
部
、
兵
部
か
ら
内
閣
・
制
勅
房
、
そ
し
て
皇
帝
か
ら
の
裁
可
と
い
う
手
順
が
踏
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

勅
書
発
付
の
日
付
は
一
一
月
一
四
日
の
可
能
性
を
全
く
は
否
定
し
な
い
が
、
や
り
と
り
の
ペ
ー
ス
か
ら
考
え
れ
ば
一
一
月
末
で
も
不
思

議
は
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。

　

さ
て
、
呉
三
桂
が
こ
の
時
、
団
練
遼
東
総
兵
官
に
任
命
さ
れ
た
前
提
は
、
前
任
者
で
あ
る
金
国
鳳
が
戦
没
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
で
、
明
朝
の
ど
の
官
職
に
誰
が
い
つ
就
任
・
離
任
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
張
徳
信
『
明
代
職
官
年
表
』
が
詳
細
な
デ
ー
タ
を
整
理

し
て
お
り
、
ま
ず
は
頼
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
三
冊）

7
（

の
「
鎮
守
総
兵
官
年
表
」
を
見
る
と
、
崇
禎
一
二
年
の
遼
東
の
項
に
は
、

　
　

金
国
鳳

　
　

五
、
甲
戌
、
十
八
、
練
遼
東
寧
遠
兵
、

　
　

六
、
乙
未
、
九
、
遷
署
都
督
同
知
。

と
あ
り
、
こ
の
典
拠
は
『
国
榷
』
崇
禎
一
二
年
五
月
甲
戌
（
一
八
日
）
の
条
に
、

　
　

金
国
鳳
を
署
都
督
僉
事
・
総
兵
と
為
し
、
遼
東
の
寧
遠
に
団
練
せ
し
む
。
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と
あ
り
、
同
じ
く
六
月
乙
未
（
九
日
）
の
条
に
、

　
　

松
山
を
守
る
の
功
を
叙
し
、
金
国
鳳
を
署
都
督
同
知
に
進
め
し
む
。
錦
衣
衛
千
戸
に
廕
し
、
余
の
陞
秩
は
差
有
り
。

と
あ
る
こ
と
に
拠
る
。
遼
東
・
松
山
の
戦
に
お
け
る
功
績
に
よ
っ
て
署
都
督
僉
事
か
ら
署
都
督
同
知
に
昇
進
し
た
金
国
鳳
は
、『
明
代
職

官
年
表
』
の
同
一
三
年
と
一
四
年
の
遼
東
の
項
に
も
「
金
国
鳳
」
と
名
前
だ
け
を
載
せ
る
。
そ
れ
で
は
金
国
鳳
は
そ
の
後
、
戦
没
す
る

こ
と
な
く
総
兵
官
の
地
位
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、『
明
史
』
巻
二
七
二
、
金
国
鳳
伝
に
拠
る
と
、
金
国
鳳
は

宣
府
の
出
身
で
あ
り
、
崇
禎
中
に
副
総
兵
官
と
し
て
松
山
を
守
備
し
て
い
た
。
崇
禎
一
二
年
二
月
に
は
清
の
大
軍
に
よ
る
攻
城
戦
を
よ

く
凌
ぎ
、
遂
に
攻
略
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
、
四
〇
日
で
包
囲
が
解
け
た
。
崇
禎
帝
は
こ
の
こ
と
を
大
い
に
喜
び
、
金
国
鳳
を
署
都
督

僉
事
に
抜
擢
し
寧
遠
団
練
総
兵
官
と
し
た
。
そ
の
後
、
再
度
の
論
功
行
賞
で
署
都
督
同
知
と
な
り
錦
衣
衛
千
戸
の
恩
廕
を
与
え
ら
れ
た
。

こ
の
年
の
一
〇
月
、
清
軍
は
重
ね
て
寧
遠
を
攻
撃
す
る
と
、
金
国
鳳
は
怖
気
づ
く
将
兵
に
憤
っ
て
、
自
ら
親
丁
数
十
人
を
率
い
て
出
撃

し
、
北
山
岡
で
戦
っ
た
が
、
や
が
て
矢
が
尽
き
て
二
子
と
と
も
に
討
ち
死
に
し
た
。
崇
禎
帝
は
そ
の
死
の
報
に
接
す
る
と
痛
悼
し
た
、

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
金
国
鳳
は
崇
禎
一
二
年
一
〇
月
に
戦
没
し
た
と
し
て
差
し
支
え
な
く
、『
明
代
職
官
年
表
』
の
同
一
三
年
と
一
四
年

の
遼
東
の
項
に
金
国
鳳
を
総
兵
官
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。

　

た
だ
、
同
一
三
年
の
遼
東
の
項
に
は
金
国
鳳
と
並
ん
で
、

　
　

劉
肇
基　

正
、
甲
寅
、
二
、
署
都
督
僉
事
総
兵
官
分
練
遼
東
寧
運
（
マ
マ
、
遠
）
兵
馬
。
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と
あ
り
、
こ
れ
は
『
国
榷
』
庚
辰
崇
禎
一
三
年
正
月
甲
寅
（
二
日
）
の
条
に
、

　
　

劉
肇
基
を
署
都
督
僉
事
・
総
兵
官
と
為
し
、
遼
東
・
寧
遠
の
兵
馬
を
分
練
せ
し
む
。

と
あ
る
こ
と
に
拠
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
総
督
薊
遼
の
洪
承
疇
は
同
条
に
お
い
て
、

総
督
薊
遼
の
洪
承
疇
言
へ
ら
く
、
寧
遠
城
は
鎮
・
監
・
撫
・
道
等
の
官
有
り
。
営
伍
紛
雜
し
、
事
権
掣
肘
す
。
因
り
て
命
じ
て
軍

務
は
総
兵
官
の
節
制
を
聴
く
べ
し
。
凡
そ
監
・
撫
・
按
・
鎮
は
城
を
同
に
す
。
並
び
に
之
の
如
し
。

と
あ
り
、
当
時
の
寧
遠
城
は
船
頭
多
く
し
て
船
山
に
上
る
が
如
き
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
同
じ
く
、
三
月
丁
亥
（
六
日
）
の

条
で
は
、

建
虜
、
義
州
に
至
り
、
錦
州
を
犯
さ
ん
と
謀
り
、
総
督
の
洪
承
疇
は
遼
東
廵
撫
の
方
一
藻
と
同
に
前
鋒
の
祖
大
寿
・
団
練
の
呉
三

桂
・
分
練
の
劉
肇
基
を
以
て
、
先
に
錦
州
・
松
山
に
屯
し
て
之
を
待
た
し
む
。
山
海
関
総
兵
官
の
馬
科
を
調
し
て
万
人
を
以
て
往

か
し
む
。

と
あ
り
、
同
じ
総
兵
官
で
あ
っ
て
も
、
呉
三
桂
が
団
練
総
兵
官
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
劉
肇
基
は
分
練
総
兵
官
と
一
歩
低
い
位
置
に
あ
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る
こ
と
が
分
か
る
。
同
じ
く
五
月
戊
戌
（
一
八
日
）
の
条
に
は
、

総
兵
の
呉
三
桂
・
劉
肇
基
は
杏
山
を
出
で
、
前
鋒
祖
大
寿
は
副
総
兵
の
祖
沢
遠
を
以
て
建
虜
と
松
杏
の
間
で
値
わ
し
む
も
、
三
桂

は
囲
み
を
受
け
、
肇
基
は
之
を
救
出
せ
ん
と
し
て
千
人
を
失
亡
す
る
も
、
殺
傷
す
る
所
も
亦
た
相
当
な
り
。
副
総
兵
程
継
儒
は
陣

に
臨
む
も
、
而
れ
ど
も
怯
む
。
洪
承
疇
は
之
を
斬
り
、
士
は
俱
に
命
を
用も
ち

う
。

と
あ
り
、
杏
山
の
戦
い
で
は
劉
肇
基
を
救
助
し
て
い
る
。
同
じ
く
七
月
是
月
の
条
に
は
、

総
兵
の
曹
變
蛟
・
左
光
先
・
馬
科
・
劉
肇
基
・
呉
三
桂
、
合
し
て
建
虜
を
黄
土
臺
に
撃
ち
て
之
を
敗
る
。
凡
そ
三
戦
し
て
松
山
・

杏
山
は
皆
捷
ち
、
建
虜
は
仍
り
て
義
州
を
守
る
。

と
あ
り
、
同
じ
く
九
月
丙
戌
（
八
日
）
の
条
に
は
、

官
軍
は
建
虜
を
杏
山
に
撃
ち
、
呉
三
桂
は
之
に
勝
つ
も
、
劉
肇
基
は
稍
や
卻
く
。

と
あ
り
、
同
じ
く
一
二
月
是
月
の
条
に
は
、
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宣
府
総
兵
の
楊
国
柱
・
大
同
総
兵
の
王
樸
・
密
雲
総
兵
の
唐
通
及
び
曹
變
蛟
・
白
広
恩
・
山
海
関
総
兵
の
馬
科
・
遼
東
総
兵
の
呉

三
桂
・
王
廷
臣
を
徴
し
、
兵
を
合
し
て
十
万
・
馬
四
万
・
騾
一
万
を
合
し
て
、
刻
期
出
関
す
。
初
め
建
虜
義
州
に
退
き
て
出
で
ず
。

総
督
は
議
し
て
馬
科
・
左
光
先
・
曹
變
蛟
の
兵
を
以
て
入
関
し
て
鋭
を
養
わ
し
む
。
呉
三
桂
・
劉
肇
基
は
松
山
・
杏
山
を
往
来
し

て
陽い
つ
わり
て
進
兵
を
示
す
。
時
に
承
疇
は
寧
遠
に
駐
し
、
劉
肇
基
は
調
度
に
短
き
を
以
て
応
に
任
を
革
し
、
王
廷
臣
も
て
之
に
代
え

る
。
左
光
先
は
遣
帰
し
め
て
、
白
広
恩
も
て
之
に
代
ゆ
る
べ
し
。

と
あ
り
、
洪
承
疇
は
崇
禎
一
三
年
（
一
六
四
〇
）
い
っ
ぱ
い
で
劉
肇
基
を
遼
東
総
兵
官
か
ら
更
迭
し
、
王
廷
臣
に
交
替
さ
せ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
寧
ろ
、『
明
代
職
官
年
表
』
の
遼
東
の
項
に
は
崇
禎
一
四
年
か
ら
王
廷
臣
を
入
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
同
一
四

年
の
遼
東
の
項
に
は
金
国
鳳
・
劉
肇
基
と
並
ん
で
、

　
　

白
広
恩　

八
、
癸
亥
、
廿
、
大
清
兵
至
、
敗
遁
。

と
あ
る
。『
国
榷
』
崇
禎
一
四
年
二
月
是
月
の
条
に
は
、

総
督
薊
遼
尚
書
の
洪
承
疇
は
薊
鎮
永
平
の
漢
夷
雜
沓
す
る
を
恐
れ
、
総
兵
白
広
恩
に
令
し
て
薊
鎮
に
屯
せ
し
め
、
曹
變
蛟
は
豊
潤

に
屯
せ
し
む
。
各
鎮
の
兵
は
出
関
す
る
を
俟
ち
て
而
し
て
後お
く

れ
て
行
く
。
大
同
総
兵
の
王
樸
は
永
平
南
関
に
至
る
や
、
夷
丁
の
叛

す
る
者
千
人
あ
り
、
永
平
兵
も
て
之
を
灤
州
に
追
っ
て
八
級
を
斬
り
、
曹
變
蛟
は
之
を
鴉
峰
橋
に
追
っ
て
四
十
九
級
を
斬
り
、
白
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広
恩
は
之
を
三
河
の
東
に
追
っ
て
五
十
五
級
を
斬
り
、
余
は
招
撫
に
就
く
。

と
あ
り
、
同
じ
く
三
月
丙
申
（
二
一
日
）
の
条
に
は
、

総
督
の
洪
承
疇
・
総
兵
の
曹
變
蛟
・
白
広
恩
及
び
呉
三
桂
・
王
廷
臣
等
は
寧
遠
に
至
る
。
承
疇
は
松
山
に
至
り
、
我
が
兵
将
に
寡

に
し
て
禦
ぐ
に
足
ら
ざ
る
を
視
て
、
乃
ち
、
宣
府
・
大
同
総
兵
の
王
樸
・
楊
国
柱
、
薊
鎮
総
兵
の
唐
通
、
榆
林
総
兵
の
馬
科
を
調

し
、
練
兵
共
に
七
万
を
抽
す
。
建
虜
遂
い
に
義
州
自
り
大
挙
し
て
入
犯
す
。

と
あ
り
、
同
じ
く
六
月
乙
卯
（
一
一
日
）
の
条
で
は
、
松
山
の
戦
で
白
広
恩
・
馬
科
・
呉
三
桂
が
と
も
に
戦
っ
て
い
る
が
、
崇
禎
一
六
年

九
月
辛
丑
（
一
〇
日
）
の
条
で
は
、

　
　

宝
豊
を
攻
め
、
賊
救
い
に
至
ら
ば
、
総
兵
の
白
広
恩
・
中
軍
の
高
傑
至
り
、
分
か
ち
て
之
を
撃
つ
。

と
あ
り
、
白
広
恩
を
遼
東
総
兵
官
と
し
て
よ
い
の
か
に
は
甚
だ
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
そ
の
後
任
に
は
馬
科
が
同
一
五
年
の
遼
東
の
項
に
、

　
　

馬
科　

是
年
、
山
東
総
兵
改
。
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と
あ
り
、
同
一
七
年
の
遼
東
の
項
に
、

　

馬
科　

正
、
乙
未
、
六
、
南
征
、
改
応
皖
総
兵
官
。　

と
あ
る
。
な
お
、
同
年
の
応
皖
の
項
に
は
、

　
　

馬
科　

正
、
乙
未
、
六
、
遼
東
総
兵
改
。
三
、
癸
巳
、
五
、
進
署
銜
一
級
。

と
あ
る
。
馬
科
が
転
任
し
た
後
、
呉
三
桂
は
三
月
か
ら
、

呉
三
桂　

三
、
癸
巳
、
五
、
封
平
西
伯
入
衛
、
三
、
乙
卯
、
廿
七
、
封
平
西
侯
、
四
、
辛
酉
、
四
、
屯
兵
山
海
関
。
五
、
甲
午
、

七
、
降
清
。
封
平
西
王
。
五
、
乙
卯
、
廿
八
、
封
薊
国
公
。

と
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
遼
東
総
兵
官
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
整
理
の
仕
方
は
お
か
し
い
の
で
あ
っ
て
、
呉
三

桂
は
崇
禎
一
二
年
一
一
月
一
四
日
か
ら
遠
く
な
い
時
期
に
遼
東
総
兵
官
に
任
命
さ
れ
て
以
降
、
明
末
ま
で
一
貫
し
て
遼
東
総
兵
官
の
地

位
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、『
明
代
職
官
年
表
』
で
は
崇
禎
一
二
年
か
ら
一
七
年
ま
で
遼
東
総
兵
官
と
し
て
表
記
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、

総
兵
官
は
呉
三
桂
一
人
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
総
督
の
洪
承
疇
は
劉
肇
基
な
ど
を
分
練
と
し
て
呉
三
桂
の
補
佐
に
付
け
て
い
た
と
い
う
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こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、『
国
榷
』
崇
禎
一
二
年
一
一
月
甲
寅
朔
（
一
日
）
の
条
で
は
、

都
督
□
□
呉
三
桂
を
遼
東
総
兵
官
と
為
し
、
寧
遠
の
兵
馬
を
団
練
せ
し
む
。

と
あ
る
。
皇
帝
が
呉
三
桂
に
与
え
た
遼
東
総
兵
官
の
辞
令
は
右
の
通
り
崇
禎
一
二
年
一
一
月
一
四
日
か
ら
遠
く
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。

前
稿
に
お
け
る
検
討
を
振
り
返
る
と
、
同
年
一
〇
月
一
九
日
、
兵
部
は
遼
東
総
兵
官
の
候
補
者
を
呉
三
桂
と
于
永
綬
と
に
絞
っ
た
。
そ

の
上
で
、
皇
帝
の
裁
可
が
有
り
次
第
、
勅
一
道
と
旗
牌
・
関
防
印
を
準
備
す
る
こ
と
と
し
、
候
補
者
二
名
の
詳
細
な
功
績
調
書
を
添
付

し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
兵
部
は
同
月
二
九
日
に
兵
部
侍
郎
の
傅
永
淳
ら
が
会
題
し
、
三
〇
日
に
聖
旨
を
奉
じ
て
呉
三
桂
を
総
兵
官
に
就

任
さ
せ
る
と
決
め
、
同
年
一
一
月
三
日
、
兵
部
郎
中
の
孫
嘉
績
は
こ
の
こ
と
を
遼
東
巡
撫
・
薊
遼
総
督
・
関
寧
総
監
に
兵
部
か
ら
通
告

す
る
と
と
も
に
、
兵
部
主
事
の
王
珵
は
掲
帖
を
内
府
・
翰
林
院
に
賷
赴
し
て
勅
書
を
撰
す
る
こ
と
を
求
め
、
呉
三
桂
本
人
に
も
通
知
を

行
っ
た
。
前
掲
档
案
33
の
勅
書
は
金
国
鳳
戦
没
後
の
後
任
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
段
階
で
あ
っ
た
。『
国
榷
』
が
呉
三
桂
の
遼
東
総
兵
官

へ
の
任
命
を
崇
禎
一
二
年
一
一
月
甲
寅
朔
（
一
日
）
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
一
〇
月
三
〇
日
の
皇
帝
か
ら
の
聖
旨
が
根
拠
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
後
の
本
人
へ
の
伝
達
や
辞
令
で
あ
る
「
勅
書
」
の
交
付
は
、
事
後
の
手
続
き
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
呉
三
桂
の
遼
東
総
兵
官
就
任
を
例
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、
遼
東
巡
撫
の
方
一
藻
や
薊
遼
総
督
の
洪
承
疇
及
び
関

寧
総
監
の
高
起
潜
な
ど
か
ら
兵
部
等
へ
の
働
き
か
け
が
あ
り
、
兵
部
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
候
補
者
を
絞
り
込
み
、
事
実
上
、
呉
三

桂
の
起
用
を
皇
帝
に
申
し
上
げ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
崇
禎
帝
は
呉
三
桂
の
遼
東
総
兵
官
起
用
を
承
認
す
る
。
こ
の
段
階
の
皇
帝
に
よ
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る
決
定
が
史
書
に
お
け
る
記
録
と
な
る
。
そ
の
後
、
皇
帝
の
決
定
を
踏
ま
え
、
決
定
は
本
件
の
関
係
者
で
あ
る
総
督
・
巡
撫
・
総
監
等

に
伝
達
さ
れ
る
と
と
も
に
呉
三
桂
本
人
に
も
伝
達
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
兵
部
は
内
閣
に
制
勅
房
に
お
け
る
勅
書
の
作
成
を
依
頼
し
、
皇

帝
の
裁
可
を
経
て
、
本
人
に
勅
書
が
伝
達
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
本
件
の
呉
三
桂
に
対
す
る
勅
書
発
付
は
兵
部
か
ら
内
閣
に
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
呉
三
桂
は
後
軍
都
督
府

の
署
都
督
同
知
の
身
分
で
遼
東
総
兵
官
の
職
務
に
就
任
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
全
て
国
軍
の
組
織
で
あ
り
、
そ
の
人
事
は
兵

部
の
職
務
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
勅
書
を
見
る
と
よ
く
分
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
勅
稿
底
簿
」
の
ほ
か
の
勅
書

を
見
る
と
、
兵
部
管
轄
の
人
事
と
そ
れ
以
外
の
人
事
は
整
然
と
分
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
替
え
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

三
、「
勅
稿
底
簿
」
所
収
勅
書
の
訳
出

　

こ
こ
で
は
紙
幅
が
許
す
限
り
、
前
稿
で
検
討
し
た
以
外
の
勅
書
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
武
官
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。

①　

羅
俊
傑
の
場
合

　

档
案
27
「
皇
帝
為
羅
俊
傑
任
命
鎮
守
宣
府
総
兵
事
制
諭
（
崇
禎
一
二
年
一
〇
月
二
四
日
）」
に
は
、
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鎮
守
宣
府
総
兵
官
羅
俊
傑　

兵
部
は
勅
を
請
う
の
手
本
は
、
十
月
二
十
四
日
、
閣
に
到
る
。

皇
帝
、
署
都
督
僉
事
羅
俊
傑
に
制
諭
す
。
今
、
尓
に
命
じ
、
鎮
朔
将
軍
の
印
を
掛
け
、
総
兵
官
鎮
守
宣
府
等
処
地
方
に
充
て
、
仍

お
副
総
兵
に
命
じ
て
尓
に
協
守
せ
し
め
、
須
く
城
池
を
固
守
し
、
軍
馬
を
操
練
せ
し
め
、
賊
寇
有
る
に
遇
え
ば
、
機
を
相み

て
剿
殺

せ
よ
。
其
の
参
将
等
の
官
は
各
々
旧
に
炤
ら
し
て
分
守
し
、
統
べ
る
所
の
官
軍
は
悉
く
節
制
を
聴ゆ
る

す
。
制
の
如
く
奉
行
せ
よ
。

と
あ
る
。
ま
た
、
档
案
28
「
皇
帝
為
羅
俊
傑
任
命
鎮
守
宣
府
総
兵
事
勅
諭
（
崇
禎
一
二
年
一
〇
月
二
四
日
）」
に
は
、

皇
帝
、
署
都
督
僉
事
羅
俊
傑
に
勅
諭
す
。
今
、
尓
に
命
じ
、
印
を
掛
け
、
総
兵
官
鎮
守
宣
府
地
方
に
充
て
、
兵
備
を
整
飭
し
、
号

令
を
申
厳
し
、
士
卒
を
操
練
し
、
城
池
を
固
守
し
、
属
夷
を
撫
防
し
、
釁
を
孼
に
貽
す
毋
か
れ
。
賊
寇
有
る
に
遇
え
ば
、
機
を
相み

て
戦
守
せ
よ
。
其
の
練
す
る
所
の
兵
馬
、
虜
来
り
て
剿
殺
す
る
に
堪
え
ず
、
或
い
は
数
日
に
し
て
短
少
す
る
が
如
け
れ
ば
、
責
め

は
帰
す
る
所
有
り
。
凡
そ
の
事
は
監
守
内
臣
・
巡
撫
等
の
官
と
長
計
の
議
に
従
い
、
停
当
し
て
而
し
て
行
い
、
務
め
て
同
心
協
力

し
て
地
方
を
保
障
す
る
に
在
り
。
私
に
偏
る
こ
と
執
拗
に
し
て
事
機
を
旟
る
を
得
る
毋
か
れ
。
応
に
大
同
・
昌
平
の
鄰
鎮
の
総
兵

と
会
議
す
る
は
侵
越
・
推
諉
す
る
を
得
ず
。
戸
部
が
運
び
て
到
る
銀
両
は
、
用
度
有
る
に
遇
え
ば
、
監
守
・
巡
撫
及
び
管
糧
郎
中

と
眼
同
し
て
支
給
し
、
務
め
て
銷
註
が
明
白
な
る
を
要
す
べ
し
。
年
の
終
わ
り
に
部
に
送
り
、
以
て
稽
考
に
憑
り
、
亦
た
軍
民
を

科
剋
・
擾
害
し
て
、
嗟
怨
を
生
む
を
致
す
を
許
さ
ず
。
其
の
府
官
有
司
は
各
々
鎮
属
之
礼
を
執
り
、
応
に
該
収
保
等
の
項
、
調
度

に
違
う
有
れ
ば
、
尓
に
許
し
て
、
所
属
の
参
・
遊
・
都
司
・
守
・
把
・
衛
所
等
の
官
を
参
処
し
、
倶
に
節
制
を
聴
か
す
べ
し
。
中

軍
の
千
総
は
、
監
守
・
巡
撫
と
会
同
し
、
公
に
従
い
、
選
用
せ
よ
。
其
の
余
の
未
だ
尽
く
せ
ざ
る
の
事
宜
は
随
時
に
斟
酌
し
て
施
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行
せ
よ
。
尓
は
茲
に
簡
命
を
受
け
、
須
ら
く
忠
を
攄
り
、
誠
を
掲
し
、
廉
を
持
し
、
法
を
奉
じ
、
己
を
正
し
、
下
を
率
い
地
方
を

寧
靖
に
す
れ
ば
、
委
任
に
称
う
に
庶
か
ら
ん
。
或
い
は
怠
を
肆
に
し
て
、
事
に
僨や
ぶ

れ
る
が
如
き
は
憲
典
具
存
し
、
決
し
て
軽
く
貸

さ
ず
。
故
に
諭
す
。

と
あ
る
。

②　

湯
允
文
の
場
合

　

こ
れ
も
武
官
の
事
例
で
あ
る
。
档
案
38
「
為
湯
允
文
任
命
安
慶
副
総
兵
事
勅
稿
（
崇
禎
一
二
年
一
二
月
一
四
日
）」
に
は
、

　
　

安
慶
副
総
兵
湯
允
文
、
兵
部
は
勅
を
請
う
の
手
本
は
、
十
二
月
十
四
日
、
閣
に
到
る
。

署
都
指
揮
同
知
仍
帯
降
一
級
の
湯
允
文
に
勅
す
。
今
、
尓
に
命
じ
て
副
総
兵
に
充
て
、
前
往
し
て
安
慶
等
処
地
方
を
防
守
し
、
雷

港
に
駐
劄
し
、
近
日
、
該
部
題
し
て
准
さ
れ
た
る
事
理
を
遵
炤
し
、
旧
設
に
自
り
水
兵
五
百
名
を
統
領
し
、
所
管
の
衛
所
の
官
軍

を
提
督
す
る
の
外
、
議
し
て
見
在
の
竈
丁
を
二
千
八
百
二
十
名
に
増
し
、
分
け
て
三
班
と
作
し
、
江
上
に
輪
操
し
、
以
て
緩
急
に

備
え
ん
。
尓
は
須
く
勤
め
て
訓
練
を
加
え
、
城
池
を
修
理
し
、
戦
船
を
整
備
し
、
器
械
を
鋒
利
し
、
賊
寇
を
防
禦
し
、
塩
徒
を
禁

捕
せ
よ
。
分
す
る
所
の
信
地
は
、
南
岸
の
上
は
香
口
自
り
下
は
池
口
に
至
る
ま
で
、
北
岸
の
上
は
小
孤
山
自
り
下
は
六
百
丈
二
百

九
十
里
に
至
る
ま
で
、
事
無
け
れ
ば
哨
兵
を
督
率
し
て
査
炤
し
、
期
を
限
り
、
上
下
会
哨
し
、
哨
単
は
池
口
巡
司
の
印
を
取
り
、

蓋
し
尓
は
仍
お
関
防
鈴
印
を
用
い
よ
。
月
終
わ
る
ご
と
に
、
操
江
衙
門
に
繳
報
し
て
考
覈
せ
し
め
、
従
容
を
許
さ
ず
。
哨
捕
等
の
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役
は
閑
を
買
い
安
き
を
偸
み
、
以
て
哨
守
は
人
缺
す
る
を
致
す
。
警
有
れ
ば
即
ち
に
将
士
を
率
い
奮
力
防
剿
せ
よ
。
上
は
九
江
自

り
下
は
金
陵
に
至
る
ま
で
の
沿
江
一
帯
の
守
備
衙
門
は
皆
、
調
度
・
節
制
を
聴
し
、
観
望
逗
遛
す
る
を
許
さ
ず
。
一
応
の
兵
糧
は

倶
に
先
に
炤
ら
し
、
今
、
額
派
す
べ
く
、
安
慶
府
同
知
の
支
放
を
聴
せ
。
如
し
名
を
詭
り
侵
冒
等
の
項
の
宿
弊
有
れ
ば
、
倶
に
悉

く
査
革
に
心
す
る
を
要
し
、
仍
お
南
京
内
外
守
備
参
賛
操
江
官
の
節
制
を
聴
き
、
及
び
徽
寧
兵
備
に
聴
し
て
備
禦
を
督
同
し
、
務

め
て
軍
民
を
し
て
安
妥
せ
使
む
べ
し
。
江
洋
に
虞
り
無
け
れ
ば
委
任
に
副
う
に
庶
か
ら
ん
。
指
揮
等
の
官
は
敢
え
て
抗
違
し
怠
を

肆
に
す
る
者
有
れ
ば
、
亦
た
尓
の
懲
治
を
聴
す
。
尓
は
須
く
廉
を
持
し
公
を
奉
じ
禁
を
厳
し
く
し
、
頭
目
人
等
は
事
を
生
じ
人
を

擾
し
、
違
う
が
如
き
は
、
罪
は
軽
く
貸
さ
ず
。
尓
は
其
れ
之
に
勉
め
、
之
を
慎
め
。
故
に
勅
す
。

と
あ
り
、
档
案
39
「
兵
部
職
方
清
吏
司
為
査
明
安
慶
副
総
兵
系
新
改
職
銜
事
手
本
（
崇
禎
一
二
年
一
二
月
一
九
日
）」
に
は
、

兵
部
職
方
清
吏
司
は
公
務
の
事
の
為
に
す
。
制
勅
房
の
手
本
を
准う

け
た
る
に
前
事
等
の
因
。
司
に
到
り
、
此
を
准う

く
。
査
し
て
得

た
る
に
、
安
慶
の
旧
営
は
原も
と

、
守
備
に
係
わ
る
も
員
は
嗣
を
缺
す
。
氛
流
れ
警
逼
る
に
因
り
、
遂
に
改
め
て
参
将
と
為
す
。
薛
邦

禎
は
崇
禎
十
一
年
三
月
の
間
に
於
い
て
、
該
安
慶
巡
撫
史
可
法　

題
し
て
副
総
兵
に
改
め
、
辺
将
劉
邦
域
を
以
て
之
を
補
せ
し
む
。

薛
邦
禎
は
改
め
て
用
て
欽
依
有
る
を
奉
ず
る
は
案
に
在
り
。
此
れ
職
銜
項
名
の
顛
末
な
り
。
但
し
査
す
る
に
副
総
兵
は
新
改
に
係

り
、
且
つ
邦
域
は
居
官
久
し
か
ら
ず
。
当
日
を
想
え
ば
、
勅
書
は
未
だ
改
め
て
領
す
る
を
経
ず
。
故
に
閣
に
稿
は
存
す
る
無
き
の

み
。
今
、
前
因
を
准う

け
、
相
い
応
じ
て
移
覆
せ
ん
。
此
れ
が
為
に
合
に
手
本
を
用
て
制
勅
房
に
前
去
し
、
煩
し
て
将
に
湯
允
文
の

勅
書
を
も
っ
て
、
或
い
は
薛
邦
禎
を
項
と
し
て
改
給
し
、
或
い
は
劉
邦
域
を
項
と
し
て
給
領
す
べ
し
。
惟
れ
、
酌
定
に
聴
う
も
、
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仍
お
希
む
に
改
給
を
将
て
す
る
の
縁
繇
は
、
司
に
移
し
、
存
案
に
憑
る
を
以
て
、
査
に
備
え
て
施
行
せ
ん
。
須
ら
く
手
本
に
至
る

者
な
り
。
崇
禎
十
二
年
十
二
月
十
九
日　

郎
中
孫
嘉
績

と
あ
り
、
档
案
40
「
大
学
士
為
安
慶
副
総
兵
湯
允
文
改
銜
事
題
本
（
崇
禎
一
二
年
一
二
月
二
九
日
）」
に
は
、

大
学
士
臣
薛　
　

等
謹
み
て
題
す
。
臣
等
は
兵
部
の
手
本
に
接
得
す
る
に
、
南
直
隷
安
慶
副
総
兵
湯
允
文
の
為
に
勅
を
請
う
の
縁

繇
な
り
。
臣
等
査
炤
す
る
に
、
安
慶
は
向
に
守
備
を
設
け
る
は
崇
禎
八
年
の
後
な
り
。
旨
を
奉
じ
、
改
め
て
参
将
を
設
く
。
潘
可

大
は
十
年
十
二
月
の
内
に
至
る
。
薛
邦
禎
の
項
は
可
大
の
員
缺
に
し
て
、
勅
を
請
う
に
、
仍
お
参
将
に
係
わ
る
。
今
、
湯
允
文
を

陞
補
す
る
に
、
銜
を
副
総
兵
に
改
め
ん
と
す
。
該
臣
等
、
該
部
に
移
文
し
、
其
の
銜
を
改
め
る
の
縁
繇
を
査
せ
し
む
。
回
称
す
る

に
拠
り
て
云
え
ら
く
、
十
一
年
三
月
の
間
、
安
慶
巡
撫
の
史
可
法
は
題
し
て
副
総
兵
に
改
め
、
辺
将
劉
邦
域
を
以
て
之
を
補
せ
し

む
も
、
未
だ
勅
を
請
う
を
経
ず
。
今
、
允
文
は
即
に
邦
域
の
員
缺
の
項
な
り
。
臣
等
、
即
ち
に
部
文
に
拠
り
、
将ね
が

わ
く
ば
湯
允
文

は
副
総
兵
を
以
て
安
慶
等
処
地
方
を
防
守
せ
し
め
ん
。
謹
し
み
て
具
さ
に
勅
を
辦
じ
題
す
。
知
ら
れ
た
し
。
十
二
月
二
十
九
日
、

上
る
。

と
あ
る
。
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③　

鄭
二
陽
の
場
合

　

こ
こ
か
ら
は
文
官
の
事
例
で
あ
る
。
档
案
16
「
皇
帝
為
鄭
二
陽
特
命
都
察
院
右
僉
都
御
史
事
勅
稿
（
崇
禎
一
二
年
四
月
一
一
日
）」
に
は
、

巡
撫
安
廬
池
太
四
府
僉
都
御
史
鄭
二
陽
、
兵
部
は
勅
を
請
う
の
手
本
は
、
四
月
十
一
日
に
閣
に
到
る
。

皇
帝
は
都
察
院
右
僉
都
御
史
仍
帯
降
一
級
住
俸
四
次
の
鄭
二
陽
に
勅
諭
す
。
茲
に
以
て
合
に
流
寇
を
剿
し
勝
ち
を
制
し
、
皖
を
万

全
に
せ
ん
と
す
れ
ば
、
上
游
を
控
え
、
宜
し
く
厳
し
く
要
を
扼
す
べ
し
。
今
、
特
に
尓
に
命
じ
て
剿
寇
の
軍
務
を
協
理
し
、
安
盧

池
太
四
府
を
巡
撫
し
、
兼
ね
て
光
州
・
固
始
・
蘄
州
・
広
済
・
黄
梅
・
徳
化
・
湖
口
・
彭
沢
等
の
州
県
地
方
を
轄
し
、
安
慶
に
駐

劄
せ
よ
。
尓
は
即
ち
に
該
部
題
し
て
准
さ
る
る
事
理
を
遵
炤
し
、
見
在
の
新
旧
額
兵
五
千
を
将
い
、
仍
お
餉
臣
措
す
る
の
餉
の
多

寡
に
随
い
再
び
召
募
を
行
い
、
務
め
て
精
壮
を
選
練
し
、
号
令
を
整
粛
に
し
、
器
械
を
犀
利
に
し
、
偵
探
を
厳
密
に
し
、
賊
の
向

か
う
所
を
視
て
、
兵
を
督
し
て
前
進
し
、
督
理
鎮
撫
と
会
同
し
、
截
剿
に
協
力
し
、
厳
し
く
有
司
を
飭
し
、
城
池
を
保
守
し
、
法

を
設
け
て
防
禦
す
る
を
要
す
べ
し
。
糧
運
継
が
ず
、
軍
機
を
阻
撓
し
、
逗
遛
し
て
前
ま
ず
、
軍
を
縦
に
し
寇
に
売
る
者
有
る
が
如

き
は
、
文
官
の
五
品
以
下
、
武
職
の
四
品
以
下
は
径
ち
に
自
ら
拏
問
し
、
士
卒
の
陣
に
臨
み
て
退
縮
す
れ
ば
即
ち
に
軍
法
を
以
て

事
事
に
従
わ
す
べ
し
。
鳳
応
豫
楚
に
于
い
て
は
、
各
撫
相
い
計
議
に
与
り
而
し
て
行
い
、
道
・
府
の
副
参
而
下
は
尓
の
節
制
に
聴

え
。
尓
は
督
理
の
節
制
に
聴
い
、
勅
中
の
開
催
し
て
、
未
だ
尽
く
せ
ざ
る
機
宜
は
尓
の
随
時
の
酌
処
を
聴
し
、
奏
請
し
て
事
を
行

え
。
尓
は
茲
の
委
任
を
受
け
、
忠
を
殫
く
し
籌
を
運
び
、
将
士
を
鼓
励
し
、
寇
警
を
廓
清
し
、
以
て
地
方
を
静
め
れ
ば
、
斯
れ
尓

も
て
庸
と
為
さ
ん
。
如
し
怠
玩
に
し
て
、
寇
を
養
い
民
を
殆
う
く
す
れ
ば
、
憲
典
具
さ
に
存
し
、
必
ず
軽
く
は
貸
さ
ず
。
尓
、
其

れ
之
に
勉
み
、
之
を
慎
め
。
故
に
諭
す
。



崇禎一二年の制勅房生成勅書における文武官任用について

― 31 ―

と
あ
る
。

④　

丘
民
仰
の
場
合

　

档
案
6
「
為
丘
民
仰
特
命
永
平
兵
備
道
事
勅
稿
（
崇
禎
一
二
年
三
月
初
日
）」
に
は
、

永
平
兵
備
道
僉
事
丘
民
仰
、
兵
部
は
勅
を
請
う
の
手
本
は
、
十
二
年
三
月
初
一
日
、
閣
に
到
る
。
戸
部
の
手
本
、
五
月
初
十
日
、

閣
に
到
る
。

山
東
布
政
使
司
右
参
政
兼
按
察
司
僉
事
の
丘
民
仰
に
勅
す
。
今
、
特
に
尓
に
命
じ
て
永
平
等
処
の
兵
備
を
整
飭
し
、
兼
ね
て
監
軍

の
事
務
を
理
め
、
燕
河
営
・
建
昌
営
の
二
路
を
管
理
し
、
永
平
府
に
駐
劄
し
、
該
府
所
属
の
盧
龍
・
遷
安
・
灤
州
の
三
州
県
、
永

平
・
盧
龍
・
東
勝
・
左
興
州
右
屯
の
四
衛
を
分
管
し
、
専
一
に
夷
情
を
撫
処
し
、
詞
訟
を
聴
理
し
、
城
池
を
修
葺
し
、
人
馬
を
操

練
し
、
主
客
の
銭
糧
を
査
処
し
、
関
営
の
墩
墻
を
督
修
し
、
神
器
・
甲
仗
を
管
理
し
、
営
房
・
倉
庫
を
修
蓋
せ
ん
。
毎
年
正
月
半

ば
よ
り
七
月
初
め
に
上
辺
し
、
三
月
ご
と
画く
ぎ

り
、
九
月
ご
と
画
り
、
下
辺
す
。
其
の
守
辺
の
日
は
、
奸
弊
を
稽
査
し
、
戦
守
を
監

督
せ
よ
。
下
辺
の
日
、
如
し
遺
し
て
未
だ
完
せ
ざ
る
辺
工
及
び
兵
馬
を
簡
閲
す
る
の
諸
務
が
有
れ
ば
、
州
県
の
才
能
官
一
員
を
選

委
す
る
に
仍
り
、
前
去
し
て
代
理
せ
し
め
、
将
に
管
す
る
所
の
該
路
の
主
兵
は
通
行
す
る
に
及
ん
で
は
、
蒐
選
し
法
を
設
け
て
教

練
し
、
練
に
効
成
る
有
れ
ば
、
不
次
に
擢
用
し
、
因
循
し
て
振
る
わ
ざ
れ
ば
、
重
黜
の
罰
に
従
う
べ
し
。
尓
は
督
撫
官
の
節
制
を

聴
き
、
仍
り
て
兼
ね
て
屯
田
・
駅
伝
・
海
防
の
事
務
を
管
し
、
戸
兵
二
部
の
近
ご
ろ
題
す
る
の
事
理
に
査
炤
し
、
着
実
に
挙
行
せ

よ
。
年
終
ご
と
に
、
通
じ
て
開
懇
（
マ
マ
、
開
墾
カ
）
し
過す

ぐ
田
畝
の
目
を
将
て
冊
を
造
り
、
青
冊
を
奏
繳
し
て
部
に
送
り
、
徴
給
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す
る
過
站
銀
及
び
行
過
の
事
宜
は
督
撫
衙
門
に
開
送
し
、
咨
を
該
部
に
転
じ
て
査
考
せ
ん
。
又
、
部
議
に
拠
り
、
武
款
内
の
事
理

と
較
べ
、
所
属
衛
所
に
遵
い
、
武
生
の
名
数
を
炤
依
し
、
厳
し
く
考
試
を
行
い
、
務
め
て
真
正
の
材
勇
を
得
べ
く
、
虚
飾
に
事
う

毌
れ
。
尓
は
茲
の
委
任
を
受
け
、
須
く
廉
を
持
し
、
公
に
秉
り
、
己
を
正
し
、
下
を
率
い
、
悉
く
経
理
に
心
し
、
以
て
地
方
を
靖

ん
ぜ
よ
。
如
し
或
い
は
怠
慢
に
し
て
事
を
旟
て
ば
、
事
を
旟
る
の
責
は
帰
る
所
有
り
。
尓
は
其
れ
之
を
欽
し
み
承
れ
。
故
に
勅
す
。

と
あ
り
、
档
案
7
「
為
丘
民
仰
任
命
山
東
布
政
使
司
右
参
政
事
勅
稿
（
崇
禎
一
二
年
三
月
初
一
日
）」
に
は
、

山
東
布
政
使
司
右
参
政
兼
按
察
司
僉
事
の
丘
民
仰
に
勅
す
。
今
、
尓
に
命
じ
て
原
務
を
妨
げ
ず
、
管
糧
郎
中
と
協
同
し
て
、
本
鎮

主
客
兵
馬
の
数
目
を
将
て
、
実
に
従
い
査
覈
せ
よ
。
某
処
の
主
兵
若
干
、
客
兵
若
干
、
旧
数
の
有
無
、
増
減
、
総
撒
の
有
無
を
見

る
を
要
し
、
相
同
じ
け
れ
ば
、
応
支
す
る
銭
糧
の
実
数
を
細
開
し
、
仍
り
て
各
兵
何
時
に
調
到
し
、
何
時
に
撤
回
し
た
か
を
査
し
、

報
・
虚
増
に
憑
る
に
聴
う
を
得
る
毌
か
れ
。
違
う
者
は
即
ち
に
各
将
領
・
員
役
を
将
て
律
例
を
査
炤
し
、
重
き
に
従
り
て
参
究

せ
よ
。
年
終
ご
と
に
、
部
官
は
収
放
過
ぐ
の
各
兵
馬
の
銭
糧
の
数
目
を
将
て
、
亦
た
主
客
兵
の
実
数
、
并
び
に
客
兵
上
辺
・
撤
回

の
日
期
を
将
て
、
各
々
造
冊
し
て
部
に
送
り
、
以
て
互
相
の
稽
査
に
備
え
よ
。
所
有
の
解
到
す
る
漕
糧
、
併
せ
て
召
買
す
る
の
米

豆
は
倶
に
法
の
如
く
積
貯
を
要
せ
よ
。
如
し
豪
右
・
棍
徒
の
、
前
に
仍
り
て
包
攬
し
、
積
書
・
奸
商
交
通
し
て
弊
を
作
す
者
有
れ

ば
、
即
便
に
拏
問
を
厳
し
く
し
、
其
の
各
辺
に
倉
攅
を
遣
わ
し
、
応
撥
衙
門
に
行
き
、
厳
し
く
籍
貫
を
査
し
、
保
勘
明
白
な
れ
ば
、

方
め
て
撥
充
を
行
え
。
前
に
仍
り
て

籍
冒
充
の
者
有
れ
ば
、
一
体
に
問
革
せ
よ
。
如
し
糧
米
爛
悪
に
し
て
銀
数
短
少
な
れ
ば
、

年
月
を
査
炤
し
、
各
経
管
の
員
役
を
将
て
、
実
に
拠
り
、
参
奏
せ
よ
。
近
ご
ろ
、
遼
左
の
需
餉
は
新
題
の
事
例
を
遵
炤
し
、
兼
ね
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て
糧
餉
を
転
運
す
る
の
事
務
を
管
す
る
に
因
り
、
督
餉
侍
郎
の
約
束
を
聴
く
に
仍
ら
ん
。
尓
は
茲
の
委
任
を
受
け
、
須
く
廉
を
持

し
公
を
秉
り
、
己
を
正
し
、
下
を
率
い
、
糧
に
虚
耗
無
く
、
軍
に
実
恵
有
ら
俾
め
よ
。
斯
れ
尓
の
能
を
為
せ
。
如
し
或
い
は
怠
慢

に
し
て
事
を
旟
て
ば
、
責
は
帰
る
所
有
り
。
尓
は
其
れ
之
を
欽
し
み
承
れ
。
故
に
勅
す
。

と
あ
る
。

⑤　

劉
令
誉
の
場
合

　

档
案
30
「
皇
帝
為
劉
令
誉
任
命
延
綏
巡
撫
事
勅
稿
（
崇
禎
一
二
年
一
〇
月
二
八
日
）」
に
は
、

延
綏
巡
撫
劉
令
誉
、
兵
部
は
勅
を
請
す
る
の
手
本
は
、
十
月
二
十
八
日
に
閣
に
到
る
。

皇
帝
は
都
察
院
右
僉
都
御
史
の
劉
令
誉
に
勅
諭
す
。
今
、
尓
に
命
じ
て
巡
撫
延
安
・
綏
徳
等
処
地
方
賛
理
軍
務
と
し
、
兵
馬
を
訓

練
し
、
辺
備
を
整
飭
し
、
賊
寇
を
防
禦
し
、
屯
田
を
督
理
し
、
水
利
を
興
挙
し
、
衣
甲
・
器
械
・
糧
草
を
預
備
し
、
沿
辺
の
城
堡
・

墩
臺
・
壕
塹
を
修
理
し
、
延
安
・
綏
徳
・
慶
陽
の
三
衛
は
尓
の
管
す
る
所
に
在
る
を
除
く
の
外
、
其
の
延
慶
二
府
の
銭
糧
は
該
こ
と
ご
とく

楡
林
に
於
い
て
上
納
す
べ
し
。
違
旟
し
た
る
官
吏
の
応
に
問
理
に
該あ
た

る
べ
き
者
は
、
尓
が
仍
り
て
陝
西
巡
撫
官
と
行
文
し
て
会
議

し
施
行
せ
よ
。
其
の
副
・
参
等
の
官
は
悉
く
節
制
を
聴
き
、
陣
に
臨
ん
で
逗
遛
・
退
怯
す
る
者
有
れ
ば
、
亦
た
尓
に
許
し
て
軍
法

を
以
て
従
事
せ
よ
。
須
ら
く
士
卒
を
撫
恤
し
、
管
軍
の
頭
目
に
禁
約
し
て
、
貨
利
を
貪
図
し
、
下
人
を
剋
害
し
、
及
び
軍
余
を
役

占
し
、
家
産
を
私
営
す
る
を
許
さ
ず
。
違
う
者
は
、
軽
け
れ
ば
則
ち
情
を
量
り
て
発
落
し
、
重
け
れ
ば
則
ち
区
処
を
奏
問
し
、
一
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応
の
軍
務
の
事
情
は
尓
が
宜
し
き
に
従
い
処
置
す
る
を
聴
す
。
該
く
鎮
守
総
兵
等
の
官
と
会
議
す
る
は
、
須
ら
く
公
同
計
議
に
し

て
而
し
て
行
え
。
近
ご
ろ
、
該
部
の
議
覆
を
准
け
た
る
に
、
延
鎮
所
属
州
県
は
辺
堡
と
界
を
隣
に
し
城
を
同
じ
く
し
、
鄖
撫
が
南

陽
を
治
め
る
例
に
比
炤
し
て
、
尓
に
属
し
轄
を
兼
ね
る
は
便
な
り
。
綏
に
拊
す
も
惟
だ
会
計
の
銭
糧
は
仍
お
陝
撫
に
属
せ
し
む
べ

し
。
尓
は
茲
の
重
任
を
受
け
、
宜
し
く
心
を
竭
く
し
力
を
殫
く
し
忠
を
攄
り
誠
を
効
し
、
賞
罰
を
厳
明
し
、
軍
威
を
振
揚
す
べ
し
。

警
急
有
る
に
遇
え
ば
、
機
を
相
て
事
を
行
い
、
及
び
鄰
境
に
声
息
有
る
と
報
ず
れ
ば
、
人
馬
を
徴
調
し
、
尓
は
即
ち
に
応
援
を
督

発
し
、
務
め
て
虜
賊
を
し
て
遠
遁
せ
俾
め
れ
ば
、
地
方
寧
靖
に
し
て
、
軍
民
両
利
な
り
。
斯
れ
委
任
に
称
う
べ
し
。
因
循
怠
玩
に

し
て
方
に
乖
き
事
に
僨や
ぶ

れ
、
自
ら
罪
愆
を
取
る
を
得
る
毌
れ
。
尓
は
其
れ
之
を
敬
い
、
之
を
慎
め
。
故
に
勅
す
。

と
あ
り
、
档
案
32
「
大
学
士
為
延
綏
巡
撫
劉
令
誉
請
増
勅
兼
轄
事
題
本
（
崇
禎
一
二
年
一
一
月
一
三
日
）」
に
は
、

大
学
士
臣
薛　
　

等
謹
み
て
題
す
。
臣
等
は
兵
部
の
手
本
を
接
得
す
る
に
、
延
綏
巡
撫
の
劉
令
誉
の
為
に
増
勅
し
て
兼
轄
を
請
う

の
縁
繇
な
り
。
臣
等
、
部
題
の
事
理
を
査
炤
す
る
に
、
謹
ん
で
将
に
該
撫
の
原
勅
に
増
入
す
べ
し
。
近
ご
ろ
、
該
部
の
議
覆
を
准

け
た
る
に
、
延
鎮
所
属
州
県
は
辺
堡
と
界
を
隣
に
し
城
を
同
じ
く
す
。
鄖
撫
が
南
陽
を
治
め
る
例
に
比
炤
し
て
、
尓
に
属
し
て
轄

を
兼
ね
る
は
以
て
便
な
り
。
綏
を
拊
す
も
、
惟
だ
会
計
の
銭
糧
は
仍
お
陝
撫
に
属
せ
し
む
は
并
び
に
軍
民
両
利
な
る
等
の
句
は
稿

に
謄
し
、
恭
み
て
御
覧
に
呈
す
。
未
だ
当
と
否
有
る
を
知
ら
ず
。
伏
し
て
聖
明
の
裁
定
を
候
ち
て
施
行
せ
ん
。
謹
ん
で
題
す
。
十

一
月
十
三
日
、
上
る
。



崇禎一二年の制勅房生成勅書における文武官任用について

― 35 ―

と
あ
る
。

小

括

　

こ
こ
で
は
、
前
節
で
訳
出
し
た
勅
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
中
間
報
告
と
し
た
い
。

①　

羅
俊
傑
の
場
合

　

羅
俊
傑
に
つ
い
て
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
、『
明
史
』
巻
二
六
三
、
林
日
瑞
伝
で
は
、
林
日
瑞
は
崇
禎
一
五
年
夏
に
都
察
院
右
僉

都
御
史
と
な
り
、
甘
粛
巡
撫
と
な
っ
た
。
同
一
六
年
一
一
月
に
李
自
成
が
慶
陽
府
を
陥
落
さ
せ
、
そ
の
別
将
の
賀
錦
が
蘭
州
に
侵
攻
す

る
と
、
林
日
瑞
は
甘
州
（
甘
粛
省
張
掖
市
）
を
死
守
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
時
な
ら
ぬ
大
雪
の
中
、
甘
州
を
囲
ん
だ
寄
せ
手
を
防
ぎ
き
れ

ず
落
城
し
、
林
日
瑞
は
捕
え
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
里
居
総
兵
官
の
羅
俊
傑
と
趙
宦
は
と
も
に
死
ん
だ
と
あ
る）

8
（

。
里
居
と
あ

る
の
で
、
或
い
は
羅
俊
傑
は
こ
ち
ら
の
出
身
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
、
鎮
守
宣
府
総
兵
官
に
羅
俊
傑
を
任
じ
る
制
諭
と
勅
諭
で
あ

る
が
、
崇
禎
一
二
年
一
〇
月
二
四
日
の
同
日
に
発
付
さ
れ
た
も
の
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
〇
月
二
四
日
は
兵
部
が
内
閣

に
羅
俊
傑
の
勅
書
発
付
を
求
め
た
日
付
で
あ
り
、
そ
の
後
の
手
続
き
の
中
で
こ
れ
ら
の
制
諭
と
勅
諭
は
発
付
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
実
際

の
発
付
日
は
二
四
日
以
降
と
し
か
言
い
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
宣
府
鎮
は
後
軍
都
督
府
に
属
す
る
北
直
隷
防
衛
の
た
め
の
西
北
の
要
で
あ

り
、
宣
府
鎮
城
を
中
心
に
モ
ン
ゴ
ル
に
対
す
る
最
前
線
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
も
う
一
つ
の
役
割
は
西
北
内
陸
の
李
自
成
ら
に
対
す

る
抑
え
の
役
割
で
あ
っ
た
。
配
下
に
副
総
兵
官
一
人
が
お
り
、
指
揮
官
ク
ラ
ス
は
分
守
参
将
、
遊
撃
将
軍
、
中
軍
官
、
守
備
、
備
禦
な



― 36 ―

ど
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
さ
て
、
制
諭
と
勅
諭
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
を
比
べ
て
み
る
と
、
制
諭
は
兵
部
が

内
閣
に
勅
書
の
発
付
を
求
め
た
こ
と
に
対
す
る
結
果
と
し
て
、
皇
帝
は
シ
ン
プ
ル
に
総
兵
官
と
し
て
部
下
を
統
率
し
て
防
衛
の
職
責
を

果
た
す
こ
と
の
み
を
指
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
制
諭
は
皇
帝
が
羅
俊
傑
を
総
兵
官
に
任
じ
る
指
示
を
形
に
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
勅
諭
は
、
賊
寇
が
あ
っ
た
場
合
に
対
応
に
失
敗
し
た
ら
重
く
処
罰
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が

制
諭
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
り
、
宣
府
鎮
に
関
わ
る
監
守
内
臣
・
巡
撫
ら
と
よ
く
協
議
す
る
こ
と
、
大
同
や
昌
平
な
ど
近
隣
の
総
兵
官

と
連
携
す
る
こ
と
、
戸
部
か
ら
支
給
さ
れ
る
銀
両
は
監
守
内
臣
・
巡
撫
及
び
管
糧
郎
中
と
と
も
に
配
給
す
る
こ
と
で
透
明
性
を
高
め
る

こ
と
な
ど
、
制
諭
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
細
か
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
勅
諭
が
辞
令
に
当
た
る
勅
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

②　

湯
允
文
の
場
合

　

湯
允
文
も
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
武
官
で
あ
る
。
南
直
隷
安
慶
府
（
現
在
の
安
徽
省
安
慶
市
）
に
は
六
県
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
望
江

県
の
雷
港
に
駐
留
す
る
安
慶
副
総
兵
官
に
湯
允
文
を
着
任
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
安
慶
副
総
兵
官
の
役
割
は
主
に
は
長
江
下
流
域
の

江
防
で
あ
っ
た
。
旧
設
で
は
水
兵
が
五
〇
〇
人
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
か
な
り
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
竈
丁
を
二
八
二
〇
名
ま
で
増
や
し
て
三
班
に
分
け
て
水
兵
に
組
み
入
れ
て
防
備
を
強
化
し
、
江
賊
や
塩
賊
の
横
行
を

防
ご
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
九
江
か
ら
金
陵
（
南
京
）
に
至
る
ま
で
の
沿
江
一
帯
の
守
備
衙
門
も
協
力
さ
せ
る
と
と
も
に
、
南

京
内
外
守
備
参
賛
操
江
官
の
指
揮
下
に
入
り
、
徽
寧
兵
備
と
協
力
し
つ
つ
、
任
務
を
果
た
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
事
に
つ

い
て
は
、
一
二
月
一
四
日
に
兵
部
か
ら
内
閣
に
湯
允
文
の
勅
書
の
発
付
が
求
め
ら
れ
た
。
档
案
38
の
勅
書
が
湯
允
文
に
与
え
ら
れ
た
辞

令
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
档
案
39
は
内
閣
の
指
示
を
受
け
た
制
勅
房
か
ら
兵
部
職
方
清
吏
司
に
依
頼
が
来
た
も
の
で
、
安
慶
副
総
兵
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官
は
元
来
、
守
備
の
職
で
あ
り
、
参
将
に
改
め
ら
れ
て
薛
邦
禎
が
着
任
し
て
お
り
、
崇
禎
一
一
年
三
月
ま
で
に
、
安
慶
巡
撫
の
史
可
法

が
副
総
兵
に
改
め
、
劉
邦
域
を
充
て
た
。
劉
邦
域
も
正
式
に
勅
書
の
発
付
を
求
め
る
間
も
な
く
交
替
に
な
っ
た
の
で
勅
書
発
付
は
実
現

し
な
か
っ
た
。
今
回
は
湯
允
文
を
充
て
る
に
当
た
っ
て
、
勅
書
の
発
給
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
経
緯
を
兵
部
郎
中
の
孫
嘉
績
が
説

明
し
た
。
こ
れ
が
一
二
月
一
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
档
案
40
に
お
い
て
内
閣
大
学
士
の
薛
国
観
は
こ
の
官
職
は
崇

禎
八
年
以
降
に
守
備
と
し
て
設
け
ら
れ
、
の
ち
、
参
将
に
改
め
ら
れ
て
潘
可
大
が
就
任
、
そ
の
後
、
薛
邦
禎
が
後
を
継
い
だ
。
湯
允
文

は
薛
邦
禎
の
勅
書
を
修
正
し
て
与
え
た
い
と
し
、
一
二
月
二
九
日
に
皇
帝
に
対
し
て
湯
允
文
の
安
慶
副
総
兵
官
就
任
の
認
可
を
求
め
た

の
で
あ
る
。
档
案
38
に
あ
る
勅
書
は
档
案
40
を
皇
帝
が
認
可
し
た
た
め
に
発
付
さ
れ
た
も
の
で
、
正
確
な
発
付
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、

一
二
月
二
九
日
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

③　

鄭
二
陽
の
場
合

　

鄭
二
陽
は
万
暦
四
七
年
（
一
六
一
九
）
の
進
士
で
、
河
南
開
封
府
鄢
陵
県
の
出
身
で
あ
る
。
崇
禎
一
二
年
三
月
乙
酉
（
二
八
日
）
に
崇

禎
帝
は
淮
揚
道
参
議
の
鄭
二
陽
を
平
臺
に
呼
び
出
し
て
練
兵
な
ど
に
つ
い
て
下
問
し
、
皇
帝
は
そ
の
答
え
を
是
と
し
て
い
る）

9
（

。
同
四
月

甲
午
（
七
日
）
に
は
鄭
二
陽
を
都
察
院
右
僉
都
御
史
巡
撫
安
慶
に
任
命
し
て
い
る）
10
（

。
し
か
し
、
同
条
の
安
慶
は
安
廬
の
誤
り
で
あ
る
（『
明

代
職
官
年
表
』
第
三
冊
の
「
巡
撫
年
表
」
で
は
安
盧
巡
撫
と
し
て
崇
禎
一
二
年
四
月
七
日
〜
同
一
五
年
七
月
二
三
日
逮
捕
と
あ
る
）。
張
国
維
撰
『
撫

呉
疏
草
』
所
収
の
「
留
湯
道
免
押
班
疏
」
は
崇
禎
一
二
年
七
月
二
〇
日
の
題
本
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
崇
禎
一
二
年
六
月
一
九
日
の
こ
と

と
し
て
「
巡
撫
安
廬
等
處
右
僉
都
御
史
鄭
二
陽
」
と
あ
り
、
档
案
16
で
も
巡
撫
安
廬
池
太
四
府
僉
都
御
史
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
安
廬

池
太
四
府
は
江
南
の
安
慶
府
・
廬
州
府
、
池
州
府
、
太
平
府
の
四
府
の
こ
と
で
あ
り
、
巡
撫
安
廬
地
方
贊
理
軍
務
は
史
可
法
の
提
議
で
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崇
禎
一
〇
年
（
一
六
三
七
）
に
設
け
ら
れ
、
同
一
六
年
（
一
六
四
三
）
に
は
安
太
池
廬
四
府
巡
撫
に
増
設
さ
れ
た
と
あ
る
が）
11
（

、
鄭
二
陽
の

事
例
か
ら
崇
禎
一
〇
年
の
設
置
か
ら
す
ぐ
の
同
一
二
年
に
は
安
太
池
廬
四
府
巡
撫
に
増
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
档
案
16
は

同
年
四
月
七
日
以
前
に
崇
禎
帝
が
巡
撫
安
廬
に
任
命
し
た
鄭
二
陽
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
兵
部
が
鄭
二
陽
に
勅
書
を
発
付

す
べ
く
四
月
一
一
日
に
内
閣
に
対
し
て
要
請
を
行
っ
た
も
の
で
、
そ
の
後
、
①
②
同
様
の
手
続
き
を
踏
ん
で
崇
禎
帝
が
発
布
し
た
辞
令

で
あ
り
、
四
月
一
一
日
以
降
に
振
り
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
鄭
二
陽
は
兵
部
の
事
理
を
踏
ま
え
、
五
千
の
兵
を
配

下
と
し
、
道
・
府
の
副
総
兵
・
参
将
以
下
を
従
え
、
文
官
の
五
品
以
下
、
武
官
の
四
品
以
下
に
対
す
る
指
揮
権
を
有
す
る
こ
と
が
分
か

る
。
た
だ
、
督
理
の
節
制
に
従
う
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
総
督
の
指
揮
下
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
鄭
二
陽
の
任
命
の
要
因

は
崇
禎
帝
の
下
問
に
満
足
の
ゆ
く
答
え
が
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、『
国
榷
』
崇
禎
一
五
年
七
月
辛
卯
（
一
六
日
）
の
条
に
は
、

刑
科
給
事
中
の
翁
元
益
は
巡
撫
安
慶
（
マ
マ
、
盧
）
鄭
二
陽
・
総
督
鳳
陽
高
斗
光
の
疏
し
て
玩
寇
を
防
ぐ
を
論
ず
。
命
じ
て
俱
に
之

を
逮
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
職
務
遂
行
に
落
ち
度
が
あ
っ
て
か
あ
っ
さ
り
解
任
、
捕
縛
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
鄭
二
陽
の
事
例
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、

文
官
で
あ
る
巡
撫
の
人
事
に
兵
部
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
巡
撫
の
職
責
に
は
軍
務
の
監
視
・
管
理
が
あ
る
。
従
っ
て
、

軍
事
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
元
来
、
監
察
系
の
都
察
院
の
役
職
で
あ
る
。
こ
れ
と
兵
部
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
事

例
を
増
や
し
て
検
討
し
た
い
。
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④　

丘
民
仰
の
場
合

　

丘
民
仰
は
『
明
史
』
巻
二
六
一
に
伝
が
あ
り
、
字
は
長
白
、
陝
西
西
安
府
渭
南
県
の
出
身
で
あ
る
。
万
暦
年
間
に
郷
試
に
受
か
っ
て

順
天
府
の
東
安
県
の
知
県
と
な
っ
て
手
腕
が
あ
り
、
保
定
府
の
新
城
県
に
遷
っ
た
。
崇
禎
二
年
（
一
六
二
九
）
に
同
県
が
襲
撃
さ
れ
た
こ

と
か
ら
軍
備
に
深
い
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
御
史
と
な
っ
た
。
の
ち
、
河
間
府
知
府
、
天
津
・
大
同
の
副
使
、
河
南
の
汝
寧
府

監
軍
、
永
平
府
右
参
政
、
遼
東
鎮
の
督
寧
前
兵
備
と
任
を
重
ね
た
と
い
う
。
崇
禎
一
三
年
（
一
六
四
〇
）
三
月
に
は
都
察
院
右
僉
都
御
史

に
抜
擢
さ
れ
て
、
方
一
藻
に
代
わ
っ
て
遼
東
巡
撫
と
な
り
、
寧
遠
に
駐
留
し
た
。
同
一
四
年
（
一
六
四
一
）
春
、
錦
州
が
清
軍
に
包
囲
さ

れ
る
と
、
救
援
が
間
に
合
わ
ず
、
翌
年
二
月
に
撤
退
し
た
松
山
が
陥
落
す
る
と
落
命
し
た
。
档
案
6
と
7
は
永
平
府
右
参
政
、
つ
ま
り
、

山
東
布
政
司
右
参
政
兼
按
察
司
僉
事
の
時
に
永
平
兵
備
道
事
と
な
っ
た
辞
令
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
二
通
の
辞
令
が
存
在
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
档
案
6
を
見
る
と
、「
兵
部
は
勅
を
請
う
の
手
本
は
、
十
二
年
三
月
初
一
日
、
閣
に
到
る
。
戸
部
の
手
本
、
五
月
初
十
日
、

閣
に
到
る
。」
と
あ
る
。
丘
民
仰
の
辞
令
を
請
求
す
る
要
請
は
兵
部
と
戸
部
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
内
閣
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
档
案
6
は
兵
部
か
ら
の
要
請
に
応
え
た
も
の
、
档
案
7
は
戸
部
か
ら
の
要
請
に
応
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
分

か
る
こ
と
は
、
勅
書
と
い
う
辞
令
は
要
請
主
体
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
兵
部
と
戸
部
の
要
請
の
日
付

に
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
档
案
6
で
あ
る
が
、
丘
民
仰
を
永
平
兵
備
道
僉
事
に
任
命
す
る
た
め
の
勅
書
で
あ
る
。
崇
禎
一
二
年
三
月
一
日
に
兵
部
か
ら

内
閣
に
対
し
て
要
請
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
の
任
命
は
そ
れ
以
前
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
辞
令
そ
の
も

の
は
三
月
一
日
以
降
に
発
付
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
理
由
は
③
ま
で
と
同
じ
で
あ
る
。
職
務
内
容
は
永
平
兵
備
道
の
兵
備
の
整
飭
と
監
軍

の
事
務
で
あ
り
、
燕
河
営
・
建
昌
営
の
二
路
を
管
理
し
、
永
平
府
に
駐
劄
し
、
盧
龍
・
遷
安
・
灤
州
の
三
州
県
、
永
平
・
盧
龍
・
東
勝
・
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左
興
州
右
屯
の
四
衛
を
分
管
し
て
、
多
岐
に
渉
る
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
永
平
兵
備
道
は
嘉
靖
三
九
年
（
一
五
六
〇
）

二
月
に
総
督
楊
溥
の
要
請
に
よ
り
、
北
直
隷
の
永
平
府
に
置
か
れ
た
も
の
で
、
燕
河
営
・
擡
頭
営
、
石
門
寨
、
山
海
関
の
三
路
の
管
轄

と
、
副
参
将
ら
の
官
を
監
督
し
て
、
永
平
府
灤
州
の
五
県
、
永
平
等
六
衛
の
兵
馬
・
銭
糧
・
屯
田
を
分
管
し
、
万
暦
二
〇
年
（
一
五
九

二
）
一
〇
月
、
山
東
僉
事
楊
鍋
の
時
か
ら
馬
政
も
業
務
と
な
っ
た）
12
（

。
崇
禎
一
二
年
に
も
基
本
的
に
こ
の
業
務
に
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と

が
档
案
6
か
ら
は
分
か
る
。
ま
た
、
総
督
・
巡
撫
に
従
い
、
駅
伝
・
海
防
の
事
務
を
管
す
る
こ
と
、
戸
部
と
兵
部
が
近
ご
ろ
題
し
た
事

理
に
従
う
こ
と
、
戸
部
に
関
す
る
事
項
は
一
年
ご
と
に
戸
部
に
報
告
す
る
こ
と
、
辺
防
に
関
わ
る
こ
と
は
督
撫
衙
門
に
報
告
し
、
最
終

的
に
は
兵
部
で
チ
ェ
ッ
ク
を
か
け
る
こ
と
、
ま
た
、
武
生
の
選
抜
で
は
兵
部
の
武
款
内
の
事
理
に
準
拠
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
档
案
7
は
山
東
布
政
使
司
右
参
政
へ
の
任
命
と
い
う
こ
と
で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
時
期
的
に
は
三
月
一
日
で
あ
る
こ
と
は
あ

り
得
ず
、
戸
部
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
五
月
一
〇
日
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
档
案
7
で
「
原
務
を
妨
げ
ず
」
と
あ
る
の
は
永
平
兵
備
道
の

兵
備
整
飭
と
監
軍
の
事
務
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原
務
と
並
行
し
て
、
戸
部
の
管
糧
郎
中
に
協
力
し
、
銭
糧
の
実
数
を
突
き
止
め
て

報
告
す
る
こ
と
が
任
務
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
「
本
鎮
主
客
兵
馬
の
数
目
」
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
本
当
に
必
要
な
銭
糧
の
実

数
は
把
握
で
き
な
い
。
こ
こ
で
言
う
本
鎮
と
は
永
平
兵
備
道
か
ら
考
え
れ
ば
薊
鎮
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
間
違
い
な
く
こ
の
実
数
の
把
握

は
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
風
雲
急
を
告
げ
る
辺
境
の
状
況
に
お
い
て
、
全
国
か
ら
将
兵
が
入
れ
替
わ
り
で
集
め
ら
れ
て
い

た
と
い
う
動
的
な
要
因
、
配
布
さ
れ
る
銭
糧
は
横
流
し
し
て
私
腹
を
肥
や
す
温
床
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
実
数
の
水
増
し
が
横
行
す
る

汚
職
・
腐
敗
の
要
因
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
兵
備
道
に
は
将
兵
を
取
り
調
べ
る
強
い
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
ま

た
、
辺
境
に
糧
食
を
納
入
す
る
こ
と
に
絡
ん
で
不
正
を
為
す
豪
右
・
棍
徒
や
奸
商
の
取
り
締
ま
り
も
困
難
を
極
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
兵
備
道
は
戸
部
と
緊
密
に
連
絡
を
取
っ
て
実
態
的
な
銭
糧
の
管
理
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
近
年
、「
遼
左
需
餉
は
新
題
の
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事
例
を
遵
炤
し
、
兼
ね
て
糧
餉
を
転
運
す
る
の
事
務
を
管
す
る
」
に
よ
り
、
督
餉
侍
郎
の
指
示
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
『
国
榷
』
崇
禎
一
三
年
九
月
己
亥
（
二
一
日
）
の
条
に
は
、

　
　

丘
民
仰
を
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
遼
東
と
為
す
。

と
あ
り
、
丘
民
仰
は
永
平
兵
備
道
の
後
、
遼
東
鎮
の
寧
前
兵
備
道
を
経
て
、
遼
東
巡
撫
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
勅
書
の
発
付
経
緯
を
見

る
と
、
兵
部
と
戸
部
の
発
議
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
地
方
三
司
で
あ
る
布
政
司
・
按
察
司
・
都
司
の
人
事
は
ど
の
部
署
が
発
議
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
丘
民
仰
の
山
東
布
政
司
右
参
政
兼
按
察
司
僉
事
と
い
う
役
職
は
、
布
政
司
と
按
察
司
、
監
察
業
務
で
あ
れ
ば
都
察

院
系
統
の
督
撫
、
軍
務
で
あ
れ
ば
兵
部
、
糧
食
管
理
で
あ
れ
ば
戸
部
と
い
う
ふ
う
に
、
船
頭
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は

ど
の
よ
う
に
絵
解
き
す
べ
き
か
、
引
き
続
き
検
討
を
深
め
た
い
。

⑤　

劉
令
誉
の
場
合

　

劉
令
誉
は
山
西
保
徳
州
洪
洞
県
の
出
身
で
、
天
啓
二
年
の
進
士
で
あ
る
。『
国
榷
』
崇
禎
一
一
年
二
月
庚
申
（
二
六
日
）
の
条
に
は
、

　
　

劉
令
誉
を
右
僉
都
御
史
・
巡
撫
延
綏
と
為
す
。

と
あ
り
、
劉
令
誉
が
延
綏
巡
撫
と
な
っ
た
時
期
を
崇
禎
一
一
年
二
月
二
六
日
の
こ
と
と
す
る
。『
明
代
職
官
年
表
』
第
三
冊
の
「
巡
撫
年
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表
」
で
も
、
こ
の
時
に
劉
令
誉
は
延
綏
巡
撫
に
就
任
し
、
同
一
四
年
に
兵
部
右
侍
郎
に
遷
る
と
す
る
。
そ
の
後
任
は
崔
源
之
が
八
月
丁

未
（
四
日
）
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
延
綏
巡
撫
は
正
確
に
は
巡
撫
延
綏
等
処
贊
理
軍
務
で
あ
り
、
宣
徳
一
〇
年
（
一
四
三
五
）
に
都
御
史

が
出
鎮
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
景
泰
元
年
（
一
四
五
〇
）
に
巡
撫
に
参
贊
軍
務
を
加
え
、
成
化
九
年
（
一
四
七
三
）
に
鎮
を
楡
林
に
徙

し
、
隆
慶
六
年
（
一
五
七
二
）、
贊
理
軍
務
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
档
案
30
は
同
一
二
年
一
〇
月
二
八
日
に
兵
部
が
劉
令
誉
を
延
綏
巡

撫
に
任
じ
る
辞
令
を
要
請
す
る
手
本
を
内
閣
に
提
出
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
④
ま
で
の
検
討
に
従
う
と
、
諸
々
の
手
続
き
を

経
て
実
際
に
崇
禎
帝
が
劉
令
誉
に
勅
諭
を
発
し
た
の
は
一
〇
月
二
八
日
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
す
が
に
劉
令
誉
を
前
年
に
延

綏
巡
撫
に
任
命
し
な
が
ら
、
翌
年
暮
れ
に
辞
令
を
要
請
す
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
と
は
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
档
案
30
と
32
の
関
係
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
档
案
30
に
お
い
て
、
一
〇
月
二
八
日
に
お
い
て
、
兵
部
は
内
閣
に
対
し
て
劉
令
誉
の
た
め
に
勅
書
を
発
付
す
る

こ
と
を
求
め
た
。
そ
こ
で
、
内
閣
大
学
士
の
薛
国
観
は
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
間
に
お
い
て
、
内
閣
と
兵
部
の
間
で
や

り
と
り
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
が
档
案
32
で
あ
り
、
同
年
一
一
月
一
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
増

勅
し
て
兼
轄
を
請
う
」
理
由
が
兵
部
か
ら
示
さ
れ
て
お
り
、
薛
国
観
も
そ
の
こ
と
を
支
持
し
た
。
つ
ま
り
、
劉
令
誉
に
つ
い
て
は
「
該

撫
の
原
勅
」
に
増
入
す
べ
き
理
由
が
あ
り
、
そ
れ
は
延
鎮
所
属
州
県
、
つ
ま
り
延
安
府
の
防
備
施
設
は
綏
寧
と
近
接
し
て
い
る
の
で
、

「
鄖
撫
が
南
陽
を
治
め
る
例
」
を
援
用
し
て
延
安
の
防
御
施
設
群
は
綏
寧
に
附
属
さ
せ
て
管
轄
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
理
由
な
の
で
あ

る
。
た
だ
、
延
安
の
銭
糧
ま
で
綏
寧
で
面
倒
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
こ
だ
け
は
陝
西
巡
撫
の
管
轄
で
動
か
そ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
兵
部
原
案
は
薛
国
観
の
支
持
を
得
て
、
皇
帝
に
上
奏
さ
れ
た
。
档
案
30
の
勅
書
は
こ
の
一
一
月
一
三
日
の
内
閣
か
ら

の
上
奏
を
踏
ま
え
て
発
付
さ
れ
た
も
の
で
、
時
期
的
に
は
一
一
月
一
三
日
以
降
の
こ
と
に
な
る
。
档
案
30
の
内
容
は
全
く
档
案
32
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
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結
論
と
し
て
は
、
档
案
30
は
劉
令
誉
に
与
え
ら
れ
た
増
勅
で
あ
り
、
前
年
の
延
綏
巡
撫
に
就
任
し
た
時
に
与
え
ら
れ
た
辞
令
に
追
加

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
五
名
の
辞
令
で
あ
る
勅
書
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
皇
帝
は
当
該
人
物
を
任
命
す
る
命
令
を

出
し
た
場
合
、
当
該
人
物
を
任
命
す
る
制
諭
な
ど
の
命
令
を
発
布
す
る
。
こ
れ
は
当
該
人
物
だ
け
で
は
な
く
、
関
係
機
関
に
広
く
宣
言

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
人
物
宛
に
よ
り
詳
細
な
辞
令
、
つ
ま
り
、
勅
書
・
勅
諭
を
発
布
す
る
も
の
で
あ
る
。
制
諭
と
勅

書
・
勅
諭
と
の
間
に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
。
勅
書
・
勅
諭
を
発
付
す
る
た
め
に
は
、
関
係
機
関
が
内
閣
に
要
請
を
出
し
、
当
該
機
関

と
内
閣
と
の
間
で
制
勅
房
を
間
に
挟
む
な
ど
し
て
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
当
該
機
関
は
当
該
人
物
と
の
関
係
で
複
雑
で
あ

る
。
武
官
に
つ
い
て
は
兵
部
の
管
轄
と
な
る
が
、
文
官
で
も
軍
務
に
関
わ
る
場
合
は
兵
部
が
提
起
す
る
場
合
は
か
な
り
あ
っ
た
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
本
稿
で
は
巡
撫
の
任
命
で
あ
る
が
、
武
官
は
兵
部
か
ら
す
れ
ば
五
軍
都
督
府
の
系
統
で
あ
る
の
に
対
し
、
巡

撫
は
基
本
的
に
都
察
院
の
系
統
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
兵
部
と
し
て
も
軍
を
抑
え
込
む
文
官
系
統
の
官
庁
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
監
察
任
務
に
つ
い
て
も
兵
部
が
深
く
関
わ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
は
よ
り
慎
重
に
検
討
が
必
要
な
と
こ
ろ
で

あ
る
。
な
お
、
勅
書
・
勅
諭
は
役
目
ご
と
に
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
④
丘
民
仰
の
事
例
か
ら
分
か
っ
た
。
当
該
機
関
は
一

つ
で
は
な
い
、
勅
書
・
勅
諭
も
一
通
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
⑤
劉
令
誉
の
事
例
か
ら
は
、
同
じ
役
職
で
も
職
務
内
容
に
変
更
や
追
加

が
あ
る
場
合
に
は
増
勅
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
史
可
法
の
事
例
か
ら
薛
邦
禎
の
よ
う
に
辞
令
を
出
さ
な

い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
事
例
も
あ
る
。

　

す
で
に
紙
幅
は
尽
き
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
事
例
検
討
を
拡
げ
て
、
辞
令
の
機
能
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
い
。
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